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         午前９時５９分  開  会 

 

議  長 （今野善行君） 

      皆さん、おはようございます。 

      若干定刻前ではありますが、皆さんおそろいでございますので、本会議を再開しま

す。 

      ただいまから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、６番森 秀樹君及び

７番佐々木久夫君を指名します。 

      ここで、町長より昨日６番森 秀樹君の一般質問の中で回答を保留した事項に対し、

回答したいとの申出がありましたので、ここで発言を許します。 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      おはようございます。議長のお許しをいただきましたので追加説明をさせていただ

きたいと思います。 

      昨日、森議員のほうからお話がありました教育総合会議の議事録でありましたが、

確認しましたところ掲載漏れであったというところで、昨夜インターネットのほうに

アップをさせていただきましたので、その旨ご報告を申し上げ、後ほどまたご確認を

いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      森議員。 

 

６  番 （森 秀樹君） 

      では、作業していただいたということで安心しておりますが、アナログベースの管
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理というのはどうしても漏れが出てきてしまいます。今年度の予算でＰＤＦのソフト

ウエア、予算立てされておりますので、ぜひデータ管理のほうをデジタル化なりされ

て、よりよい効率化を目指していただけたらと思います。 

      以上です。 

                                            

         日程第２「一般質問」 

 

議  長 （今野善行君） 

      引き続き、一般質問を行います。 

      ２番佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      皆さん、おはようございます。 

      昨晩夢を見て、一般質問が終わった夢を見たんですね。朝起きてやった、終わった

と思って目が覚めたら夢だったというふうに朝起きたんですけれども、気を引き締め

て、本日も通告に従いまして一般質問を始めさせていただきたいと思います。 

      まず１件目でございます。 

      大規模太陽光発電施設メガソーラーの今後の対応について。 

      本町では26か所のメガソーラー施設が設置されており、多くは2012年のＦＩＴ制度

開始以降に導入されました。2030年代にはＦＩＴ契約終了、そしてまた設備の老朽化

によりまして、太陽光パネルの大量廃棄が懸念されております。町民の生活と自然環

境を守るためにも条例制定などの町独自の対策が必要と考えますが、以下の点を町長

に問います。 

      １要旨目、各施設で使用されている太陽光パネルの耐用年数、またパネルの廃棄量

の予測について把握されているでしょうか。 

      また２要旨目、現在町として廃棄パネルの適正処理に向けた計画やルール整備を行

っているでしょうか。 

      ３要旨目、今後新たに町内において大規模太陽光発電施設、新たな新規設置の可能

性についてお伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      答弁を求めます。町長浅野俊彦君。 



２０５ 

 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      おはようございます。 

      それでは、佐野瑠津議員の大規模太陽光発電施設の今後の対応についてのご質問に

お答えをいたします。 

      我が国では、ＤＸやＧＸの進展による電力量増加が見込まれる中、2050年カーボン

ニュートラルの実現に向け、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの主力電源化を徹

底し、国民負担の抑制と地域の共生を図りながら、最大限の導入を促すことが不可欠

であるとし、令和７年２月に策定された第７次エネルギー基本計画において、2040年

までに再生可能エネルギーの比率を国内の発電電力量の40％から50％に引き上げるこ

とを目標として掲げられております。 

      このような中、ＦＩＴ及びＦＩＰ制度の導入によって、これまで電源構成比にして

10％に満たなかった再生可能エネルギーは、令和５年度時点で約23％まで拡大をし、

再生可能エネルギーの電源構成として太陽光発電の割合は約43％となってございます。 

      他方、再生可能エネルギーの急速な拡大に伴い、土砂災害リスクの増加、自然景観

の破壊等地域とのトラブルになる施設が課題となっております。こうした課題に対応

するため、国では令和６年４月に屋根設置太陽光発電事業等一部対象外はございます

が、10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業を計画する事業者に、周辺地域

の住民へ適切な情報提供を行い、地域の懸念に対応することで地域と共生した再生可

能エネルギーの導入を図ることを目的に、説明会の開催を義務化する内容を含む再生

可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法が改定されました。 

      また、宮城県においては、令和４年に国に先行する形で50キロワット以上の太陽光

発電施設を対象に、地域住民等への説明を義務化する内容を含む太陽光発電施設の設

置等に関する条例、これを施行し、さらに再生可能エネルギー発電事業者に対し、災

害、景観、環境等への配慮を地域が抱えている状況を踏まえ、再生可能エネルギーの

最大限の導入と環境保全の両立のための新たな取組として、再生可能エネルギー発電

事業の地域との共生に向けた再生可能エネルギー地域共生促進税が令和６年に施行さ

れました。 

      このように、太陽光発電を含む再生可能エネルギーを取り巻く環境は、2050年カー

ボンニュートラルの実現に向けて、主力電源として最大限の導入を促しながら、周辺

地域の住民の懸念を解消する新たな施策の導入というアクセルとブレーキを同時に踏

み込む状況となってきております。 
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      初めに、１要旨目の各施設で使用されている太陽光パネルの耐用年数やパネルの廃

棄量の予測について把握しているかについてであります。 

      このことは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページにおいて、ＦＩＴ・ＦＩ

Ｐ制度の認定を受けた太陽光発電の事業者、発電設備の所在地、発電出力、調達期間

の終了年月日等が確認できますことから、おおよその廃棄量については予測可能であ

ります。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の推計によりますと、

太陽光パネルの年間排出量のピークは2035年から2037年頃であり、年間約17万から28

万トン程度、産業廃棄物の最終処分量の1.7％から2.7％に相当する量と予測されてお

ります。一般的に太陽光パネルの耐用年数は20年から30年とされており、調達期間終

了後、買取り価格は下がることが予測されますが、運転を継続する可能性も十分にあ

り得ること等から、各年度の正確な廃棄量となりますと予測することが今の段階では

難しくなっております。 

      次に、２要旨目の現在町として太陽光パネルの適正処理に向けた計画やルール整備

は行っているかについてでありますが、廃棄物の側面では廃棄物パネルの適正処理に

つきましては、通常、解体撤去工事業者の産業廃棄物として排出され、許可を有する

処理業者において廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び国のガイドラインに基づき

適正に処理されることとなります。なお、産業廃棄物行政におきましては、都道府県

が廃棄物処理計画の策定、規制事務、施設許可、許可取消し等の行政処分であります

とか、改善命令、措置命令等も含む形となりますが、これらを実施することとなって

おります。一方、ＦＩＴ・ＦＩＰ制度において、廃棄費用の積立てが10キロワット以

上のＦＩＴ・ＦＩＰ制度を受けた全ての太陽光発電施設を対象に令和４年７月から義

務化されており、売電収入の一部を電力広域的運営推進機関に積み立てる仕組みとな

っております。環境省においては、使用済み太陽光パネルの適正処理に関するガイド

ラインを策定しており、さらに、同省、経済産業省において使用済み太陽光パネルの

リサイクルを義務化する動きも報道されております。 

      また、宮城県におきましては、林地開発許可を取得した発電事業者に対し、太陽光

発電事業終了後、パネル撤去後に植栽等がなされた場合、当該区域を森林計画区域に

再設定するための必要措置として、宮城県へ連絡をお願いする通知をしているところ

でございます。 

      このように、国及び宮城県において規制する動きが見られる中、本町の現状としま

しては、国及び宮城県の動向を注意しながら、町として独自にどのような手段で隙間

なく廃棄パネルの適正処理が促進できるのか、課題を整理している段階であります。 
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      次に、３要旨目の今後町内において新たなメガソーラー設置の可能性はについてで

あります。 

      先ほどご説明させていただきましたが、宮城県において再生可能エネルギー地域共

生促進税が令和６年に施行されたところでございます。宮城県に確認したところ、条

例施行後課税した案件はこれまでなく、災害、景観、環境などへの配慮や地域との合

意形成が図られた、いわゆる地域と共生した事業になっていくものと考えられ、また、

改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に義務化された説明会

の開催についても、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図るという目的の部

分で、周辺住民が望まない場所におけるメガソーラー設置への抑制につながると考え

ております。新たなメガソーラー設置の可能性についてはないとは言い切れませんが、

設置へのハードルは確実に高くなっていると認識をしております。本町としては、グ

ローバルな課題として、国及び宮城県と同様に、2050年カーボンニュートラルの実現

に向けて地域と共生した再生可能エネルギーの導入が図られるような体制づくりを研

究してまいりたいと考えております。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      それでは早速再質問に移らせていただきます。 

      １要旨目のところなんですけれども、年間の廃棄量のところ、排出量のピークは

2035年から2037年頃ということでございました。また年間約17万トンから28万トンが

予測されていると。そしてまた最終処分量の1.7％から2.7％に相当する量と予測され

ているとありましたけれども、この数字は町内の予測されるパーセンテージという理

解でよろしいでしょうか。 

      そしてまたこのことに関する町長の課題認識というか、この現状に対しての率直な

所見をお伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 
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町  長 （浅野俊彦君） 

      それでは佐野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      全体の電源構成比のデータにつきましては全国の平均の数字となってございます。

これまでもいろんな形でお伝えをさせていただいておりますけれども、町内での様々

な循環を考える中で、私は非常時も考えた場合に、電気も自給自足をできる環境が必

要であろうというふうな思いがある中、一つ太陽光発電も含めた、または小水力とか

もあるのかもしれませんが、再エネで非常に最低限の電気を町内で賄える環境という

のは必要でないのかなというふうに思う反面、自然もどうやって守っていくのかとい

う部分、そことのバランスをどう考えるかというのは課題であるなというふうに思っ

ておりますのと、加えて農業者等の一部安定した所得の一部になればというところか

ら、ソーラーシェアリングをはじめとするああいった在り方ももう少し進んでいただ

ければ私は非常時にも対応できる町になるんではないかなというふうに考えておりま

す。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      理解いたしました。国内の予測される量であるということでございましたが、私が

調べましたらば、環境省また経済産業省のデータによりますと、2040年代に大量廃棄

される見込みとなっていると。そして国内の予想される廃棄量は１年に最大50万トン

というふうに資料に書いております。もちろん既存の太陽光パネルにおきましては40

万トンであるだろうという数字が出ているわけです。これはもちろん全国の量による

わけですけれども、大和町内にも26か所、実際にメガソーラーと言われている1,000

キロワット以上の施設があるという現状がございます。そしてまた町長が言われたよ

うに災害時に助けになるのではないか、また業者の方への助けになるのではないかと

その点はもちろん理解いたしますけれども、今回のことに関しましてはメガソーラー

と言われている森林を切り崩してそこに大々的にパネルを敷き詰めていることに関し

ての課題意識は町長はあるかどうかということでございました。ちょっと時間の関係

上もございますのでこのまま２要旨目に移らせていただくんですけれども、現在町と

しての適正に処理に向けた計画やルール整備を行っているかというところにおきまし
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て、日本の国が今いろいろな改正を行っているということを私も理解しております。

また宮城県においても、条例をつくっているということも理解しております。しかし、

ご答弁でありましたように町独自としてどのようなことができるのか。国も動いてい

る。県も動いている。しかし、本町として町としてはどこまでを許可し、またどこま

でを境界線といいますか、というところにおいては適正な処理がちゃんとされるよう

な仕組みづくり、または条例などをつくるべきと考えますけれども、町長はこの条例

をつくることに関してはどのようにお考えでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの佐野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      廃棄に関する町の条例という理解でよろしいのかなというふうに思いますけれど

も、まず確かに新しい技術でもあるところもあって、国もいろんな制度を今整備をし

ている状況にあります。加えて、太陽光パネルの廃棄の問題をよくお話をされますが、

私が調べている限りによりますと今現在100％リサイクル可能な工場が各エリアにで

きておって、東北エリアで見ますと最終的に処理する工場が今岩手県にあって、そこ

の基本的にはごみは各発生した都道府県で処理をしなさいという大前提になっている

中、そこの岩手県の工場と提携を結ぶ運搬できる業者さんが県内にも３か所程度もう

既に発生していると考えております。そういった中では、今のところ国の今制度に乗

っていくのが精いっぱいなのかなという部分が正直なところで、町としてどういうこ

とがよりできるのかという部分がいろんな課題もありますので、課題の整理をしてお

る段階であります。 

      あとパネルの廃棄の点、確かに心配される方々がいろいろおるわけでありますけれ

ども、実際太陽光パネル自体、1960年代に長崎県の灯台の明かりに使われたシャープ

さんのパネルが実用機として一番最初にできておりまして、もちろん発電を制御する

ためのパワーコンディショナーの交換は行っているものの、いまだにパネル自体は利

用されているという現状と、あと宇宙開発等々でも今苛酷な環境下で宇宙ステーショ

ン等での電気として利用されているところもありますので、設備を法律にのっとった

形できちんとメンテナンスをして長く維持していただくようなそういった必要性はも

ちろんあるんだろうなというふうに思いますが、すぐに廃棄ではなくてより長く安定
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した電源としてきちんと整備をしていただく環境というところはちょっと町独自とし

ても環境の整備というところも含めて何らかそういった視点で動いていく必要がある

のかなというふうな認識で私自身はおります。まさにこれからの今課題抽出中であり

ますので、まだ具体に動いていない状況でありますが、私の考えとしてはそのような

考えおります。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      町長のおっしゃるとおりリサイクルを国が進めているという点と、また岩手県にそ

のような処理場があるということを私も理解しております。しかしながら今日本でシ

ェアされている太陽光パネルの約８割は中国産のパネルでございます。日本産の国産

のパネルとは全然わけが違いまして、中国産のパネルですとメーカーや型式によって

微妙に厚みが違ったりですとか、国産ですと統一されているんですけれども、やはり

そこは海外との違いというところでそういう差がある。またリサイクル業者さんのイ

ンタビューしている映像を見ますと、やはり中国産のパネルですとその辺の処理の仕

方が違うのでリサイクル業者さんも調整しながらやっているんだということをニュー

スで見たことがございます。そして、このパネルの廃棄についてリサイクルが進めら

れているんですけれども、鶴巣に最終処分場が新しくまた建設されるということです

ね。このパネルに関してのリサイクルしました、そして最後リサイクルできない部分

の最終処分場というふうになるところは宮城県内だと３か所になります。そのうちの

一つが鶴巣の新最終廃棄物処分場になります。そしてまた、もう一つはジャパンクリ

ーンさん、また仙台環境開発さんと県内に３つあるんですけれども、これは本町にも

この廃棄するというところにおいてはもちろんリサイクルはされるんですが、リサイ

クルされなかった部分においては結局は大和町にも何かしらの影響があるのではない

かと考えているんですけれども、その点は町長はどのような認識でございますでしょ

うか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 
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町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      まだ実際のところは本当に処理されたパネルがごく僅かな部分がある中ではあると

思いますが、私が認識しているところでありますと、岩手のリサイクル会社と契約し

たところに産廃の事業者自体は一旦県内のパネルを引き受けて最終的なリサイクルの

処理は基本的には100％その岩手の工場に持っていかなきゃないような流れになって

いるという認識でおります。ガラス等エポキシ材ガラス、あとレアメタル等と分けた

中で、特にガラスの機材関係は北海道等での舗装材に混ぜるような実証実験がされて

いるでありますとか、あと希少価値のあるもちろんレアメタルはそれぞれの成分に分

けられていると。あとエポキシ材等々はまた再利用されているんであるというふうに

伺っておりますけれども、最終的にそこで本当に何らか出たごみのところについては

宮城県ではなくて多分また持ち出しになっちゃうでしょうから、岩手の中で何らか多

少なり出たものは処理されるんだろうなというふうに思っておりますが、詳しくまだ

調べてはそこはおりませんが、ほぼ100％に近いリサイクルが可能になっているとい

うふうに思っておりまして、万が一出たごみは一旦契約を結んで岩手県に運んでおり

ますから、そちらで処理をされているんではないのかなというふうに推測をこれはし

ておる段階です。これからまたその辺は調べてみたいと思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      リサイクルの流れに関しましては理解いたしました。しかし、やっぱりご答弁がち

ょっと確証がない部分がやはりあるというところは町としてやっぱりもうこの10年先

に備えていかなければいけないと思いますので、そこはしっかりと調べていただいた

上で本当に大丈夫なのか。そしてちゃんとリサイクルされるのか。また大和町の最終

処分場には関係しないのかとかその辺の細かいところはぜひ調べていただいて、はっ

きりとご答弁いただくところをいただきたいと思います。 

      続きまして３要旨目の再質問に移らせていただきますが、町内において大規模太陽

光を新しく設置するかどうかに関しては、なしとは言えないというご答弁でございま
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した。もちろんここは国も推進している、また県も推進しているというところでござ

いますので、何かしら大和町はやはり町内の70％がやっぱり森林である、また山があ

るというところで開発される事業所様に関しては探していると思うんですね。そうし

た中で、国が進めている脱炭素の取組があるわけですけれども、この脱炭素の取組が

2050年までに取り組んだとしても、ＩＰＣＣというグループがございまして、これは

環境省が発表しているデータでございますけれども、ＩＰＣＣは気候変動に関する政

府間のパネルでございます。国際的な専門家が発表する報告書なんですけれども、

2050年度までに国がＧＸと言われる取組に投資したとしても、実際の気温の低下は

0.006度しか下がらないということがはっきりと報告されているという点、そしてま

た、日本のＣＯ₂排出というのは世界で見ても世界のたった３％にしかすぎないんで

すよね。第１位、第２位の国はこの脱炭素には取り組んでいないという実態が実はあ

るんです。なのに、日本の国は脱炭素に取り組む。そのことはもちろん同意いたしま

す。しかし、多くのリスクを伴っているこの廃棄の問題、そしてまた突然事業所が変

わってしまったという事例がありましたりですとか、石川県の能登半島地震の際には

土砂崩れが地震によって起きまして道路が封鎖されてしまったんですね。そのときに、

町が事業所に電話しましたらもう事業所が変わっていたと。誰も連絡がつかない状態

で町が廃棄パネルを保管したという事例がありました。なので、何ていうんですかね、

廃棄のリサイクルは見通しが立っているということは理解したんですけれども、今後

事業所が突然変わるとか、また事業所が倒産してしまったとか、そのような事態が発

生してしまうことも考えられる。また地震が起きる、また大雨が起きる、自然災害が

起きるということも十分考えられる中で、町長に最後もう一度やはり町独自のある程

度の廃棄に関する条例ですとか、またちゃんと廃棄した後に町に報告してくださいね。

もしくは県でもいいんですけれども、その辺のある程度のガイドラインというものは

町としてしっかり持つべきだと私は考えますが、最後に町長、この件に関しましても

う一度お聞かせください。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それでは佐野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      まだ町で何も制定しないという話ではなく、今課題の整理をしたいなというふうに
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思っている段階だということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

      また加えてメガソーラーに対する思いというところでありますけれども、私自身も

ＧＸの時代でもある中、大規模な森林伐採を伴うパネルの設置等々はいかがなものか

なというふうな思いがあるのは正直なところです。加えて、とはいうものの、確かに

ＩＰＣＣのいろんな数値も出ておる中であって、今逆にこの二酸化炭素自体を吸収し

ていろんな形で別な科学的に処理をしようという動きも出ているのも事実であります

が、各国一番電気を使う上位の２国がなかなか進まないのも現状であるものの、日本

としてもやれることはやっぱりやるべきだろうというふうに思いますのと、加えてで

き得れば最終処分に困るような原発に頼らないクリーンな電気という意味で私は魅力

はあるんであろうというふうな思いがある中で、廃棄のもちろん規制も考えながら、

それ以上に長くパネルの発電をするものですから、それをいかに長く使ってもらえる

のかというような視点も加え、どういう形で規制ができたらいいのかというのはこれ

から検討をしてまいりたいなと併せて思っているところであります。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      ぜひ真剣に向き合っていただいて、このことに関しては大和町の森や山、また次世

代に残すためにも取り組んでいただきたいと思います。 

      続きまして、２件目に移らせていただきます。公共施設の全容把握と長期的なビジ

ョン設定を。 

      町内に点在する公共施設の多くが建設から年数がたち、老朽化が課題となっており

ます。これに伴う補修工事や維持管理費用は町の財政にも大きな負担を与えており、

施設ごとに修繕対応していくことには限界があると感じております。今後は町全体の

公共施設を俯瞰し、将来的な人口動態や財政見直しを踏まえた上で、町民のニーズに

即した計画的かつ持続可能な施設運営を行っていく必要があると考えております。 

      そして、以下の点について町長に伺います。 

      １要旨目、町が管理する公共施設の老朽化状況、また今後予想される保守修繕費用

の概算について、現状の認識を伺います。 

      そしてまた２要旨目、人口減少や少子高齢化の進展を見据え、公共施設において町
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はどのような将来像を描いているのか、お伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      答弁を求めます。町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それでは次に、公共施設の全容把握と長期的なビジョン設定をについてお答えをい

たします。 

      本町では、長期的な視点を持って公共施設等の更新、統廃合等を計画的に行うこと

により、更新費用の増加の抑制等、財政負担の縮減、平準化を図るとともに、公共施

設等の適正な配置の実現を図るため、平成29年に大和町公共施設等総合管理計画を策

定しております。また、個別施設ごとの管理方針として、個別施設計画、これを併せ

て策定しているところであります。 

      それでは１要旨目の町が管理する公共施設の老朽化状況や、今後予想される補修修

繕費用の概算について、現状の認識を伺うについてお答えをいたします。 

      本町では役場庁舎をはじめ、教育施設や集会施設、町営住宅など、本町が管理をす

る公共施設が約168施設ありまして、このうち約５割の施設が建築後30年を経過する

など多くの施設で老朽化が進んでおります。また、今後予想される補修修繕費用につ

きましては、令和５年３月に改定をしました大和町公共施設等総合管理計画におい

て、全ての公共施設を更新、大規模改修する費用として今後40年間で約355億円、直

近10年間では長期財政見通しとして約100億円の費用が発生すると試算しておりま

す。このような状況から、公共施設の更新や大規模改修については、工事の実施時期

を計画的に分散しながら財政負担の軽減や標準化に取り組んでいるところです。 

      次に２要旨目の人口減少や少子高齢化の進展を見据え、公共施設において町のどの

ような将来像を描いているのかについてお答えをいたします。 

      本町の公共施設については、今後、更新や大規模改修が必要となるため、大きな財

政負担が生じる状況にあります。一方、人口については令和13年度以降は徐々に人口

減少が進むことが予想されており、公共施設の更新や改修については町民のニーズや

将来的な人口動態、財政見通しなどを踏まえ、計画的に取り組む必要があると認識を

しております。本町としましては、大和町公共施設等総合管理計画に基づき、公共施

設の施設総量を延べ床面積ベースで令和28年までに10％縮減する目標や、更新費用等

の平準化、公共サービスの向上に引き続き取り組んでまいります。その具体的な一歩
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として、今年５月にまずは規模の大きな施設が集中する吉岡地区を中心に、吉岡地区

公共施設新設再編再配置等検討委員会を設置し、検討を始めたところであります。本

検討委員会では、公共施設の新設、再編、再配置及び廃止等の方向性を課長職以上で

検討し、庁内で意思統一を図りながら方針決定していく予定であります。その上で既

存施設の計画的な維持補修による長寿命化を図りながら、公共施設等の最適な配置に

近づけるよう努力してまいりたいと思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      それでは再質問に移らせていただきます。 

      まず１要旨目でございます。町内に公共施設が168施設とあると聞いて多いなと改

めて数字を見て思いました。また、この約半数の施設が建築後30年を迎えるというこ

と、そしてまた予算というか費用に関しましても長期財政見通しとして約100億円の

費用がこの10年間で、直近でもう予想されている、試算されているということでござ

いました。確かに私も町外の者ですから、こちらに引っ越してきたときに赤ちゃんの

子供がいたときに健康推進課さんがされている乳幼児健診はこちらの建物で、母子活

動のグループに行きたいと思ったら違う建物だったりとか最初ちょっと戸惑いまして、

こんなに建物があるのかと。一つに集約されていないのかと最初引っ越してきたとき

に大変びっくりしたのと、あと戸惑ったというのを覚えております。そしてまた町内

には168施設あるということとこの財政面というところで、本町は普通交付税不交付

団体というところで、豊かな不交付団体の市町村もあれば、本当にちょっと出ていて

不交付団体のところとかそれぞれの市町村の課題があるわけですね。そうした中でこ

の公共施設の課題も本町にはあるというところで、町長が理想とされているこの10年

後、100億円も必要とされている、そしてまた168施設もあるという中で理想とされて

いるその姿といいますか、理想像というのはこの公共施設に対してどのようにお考え

でしょうか。お伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 
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町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの佐野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      なかなか難しいご質問だなというふうに思っていろいろ考えておる中でありますけ

れども、やっぱりその機能が持続的に継続的にその場所にあり続けられるような施設

であってほしいなというのが思いのところで、今現状どこの施設も今敷地に対してや

っぱりぎゅうぎゅうの状態で、建て替え更新となるとまた別な用地を取得しなきゃな

いとかというような新たな大きな課題が今発生しているところでもあります。ある程

度人口動態、または人が住まれる場所等々決まってきている部分もありますから、新

たな用地を取得することがないようにそのエリアで建て替えが可能なような、少し余

裕のあるような敷地を設けた中に複合的な施設が各地区にいろいろできればいいのか

なというふうに思う部分と、あと極力公共で持つ建物は私は減らしていきながらやっ

ぱり民間に運用していただくようなそういう手法をもっとこれから進めていくべきで

はないのかなというふうな思いで今のご質問に対してはお答えをしたいなというふう

に思います。そういった今道をいろいろ探ってまいりたいと思って動いております。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      本当に町長のおっしゃるとおりで、なるべく町として負担している施設を減らして

いって、そしてまた集約される、もしくは持続的にあり続けてほしいというところ、

本当おっしゃるとおりだなと聞いておりました。やはり施設の中でも先ほど町長もお

っしゃったとおり、ひだまりの丘ですと社会福祉協議会は入っている、児童館も入っ

ている。健康推進課の健診も入っていたりとか、何か様々な使わなきゃいけないとこ

ろがぎゅっと詰まっていたり、また吉岡小学校の前の児童館ですと、保護者の方に聞

きますと皆さん吉岡小の前の児童館がいいとおっしゃるんだけれどもそこはもういっ

ぱいで入れないとか、やはり住民のニーズというところと、そしてまた現状の大和町

内にある建物の数というところがやっぱり合致していないところがやっぱりあるんで

はないかなというふうに感じております。 

      この２要旨目のところです。将来どんなような像を描いているかというところで、
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今年の５月から委員会を設置されて課長職以上で検討しているということをお伺いい

たしました。各課によって所有している建物が違うというのもやはり現状、現場にお

られる課長さん方が一番知っていらっしゃると思うんですけれども、やはりそこの念

入りなヒアリングですとかもう既にされているとは思いますが、やはりそこのすり合

わせ、各課の現場で聞いている声だったり、また現場で思っているところだったりと

か、やっぱり課長さんたちが一番そこの部分はよく知っていると思います。そこの部

分のすり合わせがもう既にされているのでそこをさらにやっぱりしていただくことが

必要なのかなということと、あとやっぱりすり合わせですね。議会側もやはり各地区

の代表として私たち立たせていただいていますから、もっと町民の声を聞いてそれを

まとめてもうちょっと提示できるようにするべきだとは思いますし、あとは町民のニ

ーズというところでは、やはり各世代の町民の方々のニーズを聞いた上で進めていか

ないと、執行部が考えたところでまとまってしまってそこから町民に懇親会を開いて

こういう方向でいきますではなくて、やはりそこのすり合わせの部分にもっと時間を

割いて慎重に進めるべきではないかと思いますが、最後このことに関して町長のご意

見をお聞かせいただけますでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それでは佐野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      先ほどありました平成28年に出来上がった公共施設の管理計画でありますけれども

縮減の目標があった中でなかなか具体的な議論がされておりませんでした、残念なが

らですね。それを昨年の別な同僚議員さんの一般質問もありながらどう進めていくの

かというふうな中で、一方的な一課だけの思いではなかなかうまく進まないだろうと

いうところから、具体的な組織横断的な議論が進むようにというところからこの検討

委員会を今回つくらして具体化をしたく今動き出しているところであります。もちろ

ん執行部側での意向と住民のニーズとマッチしていなければもちろんならないわけで

ありますので、今のＩＴ技術の進展によるグーグルフォームを使ったアンケート等も

駆使をしながら、そういった内容を取りまとめたものを実際にもちろん実施するに当

たっては議会の皆さんにもお示しをしながら、ご意見を伺いながら進めていきたいな

というふうに思いますが、まずは執行部側での実際窓口で先頭に立っている職員の声



２１８ 

 

もちょっとぜひ確認をしながら段階を経て進めてまいりたいというふうに思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      先ほどご答弁にありましたとおり、平成28年ですか、そのときは議論があまりされ

ていなかった。本町の課題としましてはやっぱり議論をもっとするべきだと思うんで

すね。議会側もそうですし、そしてまた執行部側もやはりそれぞれで感じていらっし

ゃる思い、またアイデア等をしっかりとそこに時間を割く、そしてから行動に移して

いくということが問われていると思います。 

      最後にですけれども、長野県の宮田村というところがございまして、そちらでは村

づくりの基本条例を制定されております。この条例は、住民と議会とそして行政の３

者がワークショップやまた会議を何度も何度も繰り返して開催しまして、そして検討

したと、町の公共施設に対して。そのような取組をされている自治体もございます。

ですから、町民、そしてまた議会、また行政、適切なこの３者関係のもとによく議論

をして、そしてまたこれからのこの大和町の公共施設の方向性を一緒に考えていきた

いということを考えております。ここはご答弁いただきたいところですがお時間がち

ょっと迫っておりますので、次に移らせていただきたいと思います。 

      では続きまして、３件目に移らせていただきます。子育て支援についてでございま

す。 

      近年、少子化や共働き世帯の増加により子育て世帯が直面する課題が多様化してお

ります。本町としてこれからの子育て支援をどのように位置づけ、どのようなビジョ

ンをもって取り組まれているのか、町長のお考えをお伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      答弁を求めます。町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      この話題にご回答する前にちょっと１点間違いがありましたので、私が間違った発

言をしましたので訂正をさせていただきたいと思います。 
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      総合管理計画は令和５年度に作成したものでありまして、令和28年までに10％を削

減するという具体的な道筋がまだついていなかったところでありましたので、先ほど

その点、修正をさせていただきたいというふうに思います。 

      それでは次に子育て支援についてのご質問にお答えをいたします。 

      本町のこれまでの子育て支援については、子供の健やかな育成を図るため、医療機

関を受診した際の自己負担の医療費を全額助成する「あんしん子育て医療費助成」事

業に取り組んでおり、対象児童の18歳年度末までの取組につきましては県内でも早め

の平成28年度から取り組んでおります。平成27年度から始まった子ども・子育て支援

事業計画では、計画策定前に住民ニーズを把握するためアンケートを実施し、ニーズ

の高い施策を実現するように努め、令和３年度から病後児保育事業、令和７年度から

は病児保育事業、子育て短期支援事業を取り組んでおります。保育所の待機児童対策

につきましては、核家族で共働き世帯の増加に伴い平成29年度をピークに拡大いたし

ましたが、施設整備などにより徐々に少なくなり、令和４年度からは４月１日時点で

の待機児童はゼロで推移をしております。また、学校教育に係る教育費の給食費の無

料につきましても、子育て世帯の負担軽減の一環として平成５年度より取り組んでお

ります。これからの本町の子育て支援としましては、保護者の方がより安心して子育

てしていく環境を整えていくことが重要であると考えております。保護者や住民のニ

ーズを把握をし、住みたい、住み続けたい町として施策を進めてまいりたいと考えて

おります。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      子育てのことでございました。第３期大和町子ども・子育て支援事業計画によりま

すと、大きな目標というところに「育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち・たい

わ」というふうに書いてあります。すごくいい表現だなというふうに思っておるんで

すけれども、やはり育てる喜び、そして育つ喜びを感じるのって主にお父さんはお仕

事で出かけてられたと考えたらば、お母さんがやっぱり大きなそこに喜びを感じると

ころでは大きいのかなと。もちろんお母さんだけではないんですけれども、そこの部

分で一番やっぱりお母さんへのサポートというところが大きいのではないかなと思っ



２２０ 

 

ております。町内に寄せられているいろいろな相談に関して聞きましたところ、やは

りお母さんたちのメンタルの部分の問合せが多いということを聞いております。それ

はなぜかといいますと、私のように県外出身者ですとか、または町内出身者であって

も同居もしているんだけれども家族に頼れない方ですとか、孤独を感じていたりです

とか、また頼れないということがやはり子育てにおいてはすごく大きな大きな壁とな

るわけでございます。そうした中でお母さんのメンタルのサポート、心の余裕をもう

ちょっと町全体としても支えていくことができるならば、子供たちにもいい影響があ

ります。またご主人にもいい影響があり、家族全体にもいい影響があるというところ

です。やはりお母さんへのサポートを考えていかなければいけないのではないかと考

えておりました。そうした中で、今までも大和町は率先して早い段階からあんしん子

育て医療費助成に取り組んでくださって、そしてまた同僚議員の提案によってこれも

取り組んでいるということも聞いておりますし、また様々な経済的な支援も大和町は

出生のときにお祝い金という形で国のお祝い金に合わせてしたりですとか、そのよう

な経済的な支援というところを大和町はしてらっしゃるとは思います。しかし、これ

からの時代少子化と言われており、そしてまた本町でも令和13年度以降は人口減少が

予期されている中で、いかにこの子育て世帯をこの本町に呼び寄せて定住促進につな

げていけるかということは大きな大きな課題となると思います。私個人はこの子育て

支援というのがまちづくりの根幹であると考えているわけなんです。この子育て支援

に力を入れている自治体というのは出生率の回復があったりですとか、また定住促進

があるという一定の成果が報告されておりまして、例えば千葉県の松戸市ですと、共

働きの世帯が増えているがゆえに駅ナカ、駅近に保育施設を充実させた事例ですとか、

そのことによって定住促進につながったということを聞いております。また、例えば

千葉県の流山市ですとスローガンを掲げておりまして、「母になるなら、流山市。」

「父になるなら、流山市。」というふうにスローガンを掲げております。そしてまた、

よく皆さんもご存じの兵庫県の明石ですね。明石は子供を核にしたまちづくりですと

か、やはりそういうふうに掲げている自治体というのは人口が増えているということ

が分かっております。ですので、本町が今後迎えようとしている人口減少に関しまし

て、ぜひ町長にこの子育て支援というところにおいてもっと力を入れ、ブランディン

グしていくということを提案させていただきたいと思います。昨日、同僚議員からも

教育に力を入れることというふうにありました。確かに子供に関わることに力を入れ

ていると子育て世帯は引っ越してきます。県外からも絶対引っ越してきます。もしく

は遊ぶ場があるとか、ここは力入れているんだよ、子供に優しいんだよとなれば、子
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育て世帯は自分の仕事を変えても子供のためなら引っ越してくるんです。ですので、

ぜひ本町にも子育て支援に力を入れていただきたいという思いがあるんですが、その

点今町長お聞きになられまして、どのようなこの子育て支援に対する思いを町長、ぜ

ひお聞かせいただけますでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それではただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思いますが、その前に

すみません。給食費無料のところで私はまた年号を間違えてお話ししたようでありま

したので、無料化を始めましたのが令和５年度からということになりますので、平成

ではなくというところでご了解をいただきたいと思います。 

      それでは、ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います

けれども、議員ご指摘のとおり、子育て支援、親のサポート、非常に大事であろうと

いうふうに思います。町内のアンケートを見てもやっぱり核家族化は非常に進んでお

ります。コロナ禍前でありますと、ボランティア友の会の方々、子育て経験者の方々

が定期的に子供さんを預かって保育をするような機会もあったわけでありましたが、

なかなかコロナ禍、そういう機会も減って一旦途切れておった中でもありましたけれ

ども、そういった方々にも今後また協力もお願いしたいなというふうな思いもありま

したし、今年度からは一時的に子供さんを預かっていただくような事業を始めたく、

富谷市にある施設さんと契約等も結ばせていただいています。そのほか身近にお子さ

んと住民の方が子供さんと触れ合っていただいて、大きなコミュニティー、あったか

いコミュニティーができることは町としてももちろん十分大事なお話だろうというふ

うに思いますし、やはりお子さん方がいなければ未来を背負っていただく町民の方が

いらっしゃらないことになるわけでありますので、優先事項として取組させていただ

きたいというふうに思ってございます。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 
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２  番 （佐野瑠津君） 

      今、町長のご答弁から子供は町の宝であると。本当にそのとおりでございます。そ

してまた優先事項として考えていきたいということで大変安心いたしました。 

      先日、子育てサポーターの研修に参加してまいりました。そこで16名ほど参加され

ていたんですけれども、実はもう皆さん涙を流しながら自分の子育てサポーターにな

りたい思いを語る時間があったんですね。私もその場にいたんですけれども、やはり

皆さん自分も子育てを経験して孤立していたと。つらかった、心配だった、不安だっ

た、でも地域の方が声をかけてくれたことで自分は助かったんだとか、そういう話を

お伺いすることができました。だからこそ自分も力になりたいんだと。ただし、今の

現代社会だとなかなかお母さん方も自分で育てるというのが当たり前になってしまっ

て、他者が介入することに対して拒絶感を覚えるお母さんたちもやっぱり増えている

ということも大変課題だなと感じております。ですので、いかに子育て支援というと

ころにおきましては行政としてはその仕組みづくりですよね。町民同士をやっぱり引

き合わせる仕組みづくりの場をつくっていただく。また、経済的な支援というところ

でサポートしていただいている。でも、一方では民間のところで町民同士の助けたい

と言っている方々が実際いるわけで、そして実際に子育て世帯の方にもちょっと預か

ってほしいとか、ちょっと食事のところで助けてほしい、話を聞いてほしい、一緒に

ちょっと子供を見てほしいとかそういうつながりをやっぱりお母さんたちは求めてお

ります。このつながりさえあれば幾らでもお母さんってやっていけるんです。この子

育てサポーターの際に来てらっしゃった仙台市の先生がおられましたが、その先生も

やはりこのつながりが大事であるということをおっしゃっておりました。今、仙台市

ではなかなか児童館、また子育てのそういうサロンでも参加者が減っているそうです。

皆様共働きが増えている、もしくは他者とつながることに対してあまり興味を抱かな

い世代がやっぱり増えている現状があるとおっしゃっていました。そうした中で講師

の方がおっしゃってくださったのは、大和町はこんなにも涙流してまで子育てのこと

に関わりたいと言っている方がいるということはすごいことだよとおっしゃってくだ

さったんですね。なので、ぜひ大和町がロールモデルとなってこの子育て政策に力を

入れてほしいんだと言ってくださったわけです。ですので、ぜひ町長にはこの子供た

ちを宝にすること、また子育て世帯の特にお母さんへのサポート、お母さん同士がつ

ながる、また先輩のお母さんたちとつながる、このつながるところにおいてはやっぱ

り行政が入っていただかないとなかなか町民同士ではどこの人となってしまうので、

しかし行政がそういう場をつくっていただくことでつながり、またそこで共助が生ま
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れ、お互いの助け合いがつながると思いますので、ぜひ町長にそこも検討していただ

きたいと思います。 

      最後に町長、この子育て支援に対してもう一度ご答弁をいただけますでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      私も子育てはもう終わって大分なるわけでありまして、今孫育ての状況に今ある中

ではありますが、いろいろやはりたまたま長男の嫁が県外から嫁いできている関係も

あったりして、やっぱり核家族で子育てをされているママ友たちのお話もよく聞く機

会があります。そういう意味では本当にいろんなご不便、ご不安を感じてらっしゃる

んだなというふうな思いがある中で、子育てを終えた我々世代の者が隣近所の方とも

っと触れ合うようなそういった取組もこれからやはり必要だし大事であるなというふ

うな思いであります。日本国内の生涯の出生率、特殊出生率も下がっている現状、何

らか打破しなきゃない、道が何なのかという部分にもつながっていくんだろうと思い

ますが、ぜひ子育てに優しい町となれるよう今後も議員のお話も参考にさせていただ

きながら前向きに進めさせていただきたいなということで考えておりますので、これ

からもどうぞいろんなご提案をお願いしたいと思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐野瑠津さん。 

 

２  番 （佐野瑠津君） 

      ではこれで一般質問を終わらせていただきます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で佐野瑠津さんの一般質問を終わります。 

      暫時休憩いたします。再開は11時10分といたします。 
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         午前１１時０１分  休 憩 

         午前１１時１０分  再 開 

 

議  長 （今野善行君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      引き続き、一般質問を行います。 

      10番今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      それでは通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。 

      地域が関われる子育てについて。 

      施策の中には町と受益者の２者間で完結するものもあれば、地域の協力を必要とす

るものもあります。福祉や防災など住民が積極的に協力し合い取り組まなければ達成

できないもののほか、ボランティアサークルなど住民の自発的な活動によって進めら

れるものもございます。子育てに関する事業において、町は家庭と教育機関などと地

域の連携を求める場面があります。町が目指す地域の子育てに関しての取り組み方を

お伺いいたします。 

      １要旨目、国は令和５年12月に「はじめの100か月の育ちビジョン」を発表し、社

会全体で幼児期までの子供の育ちを支える共通した考え方を広めることの必要性を述

べております。町はこの考え方をどのように捉え、どう対応しておるのでしょうか。 

      ２要旨目、最近ＰＴＡ活動において保護者の参加率の低下など課題が出ていると聞

きます。時代の変化によってＰＴＡ活動の在り方も変わるものと理解いたしますが、

学校や保護者が地域に望む子供に対しての関わり方などにも変化はあるのでしょうか。

お伺いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      答弁を求めます。町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それでは今野信一議員の地域が関わる子育てについてのご質問にお答えいたしま

す。 
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      地域が関わる子育てにつきましては、交通安全の見守り活動や地域の夏祭り、運動

会などのほか、地域の皆様が先生となり、農業体験や社会奉仕活動により子供たちは

地域の方々との触れ合いを通じて尊敬と敬意を学び、豊かな心と健やかな体を育みな

がら地域とのつながりを感じていることと思います。しかし、近年においては保護者

の多様な考え方、少子化による児童数の減少、さらにコロナ禍による社会環境の変化

などにより、地域とのつながりが希薄化していると感じております。 

      初めに１要旨目の、国は「はじめの100か月の育ちビジョン」を発表し、社会全体

で幼児期までの子供の育ちを考える共通した考え方を広めることの必要性を述べてい

る。町はこの考えをどのように捉え、対応しているのかの質問にお答えをいたしま

す。 

      国は「はじめの100か月の育ちビジョン」につきましては、妊娠期から小学１年生

までの約100か月間は人格の基盤を築く重要な時期であり、人生を幸せな状態を保ち

ながら一人一人が健やかに育つことができるよう社会全体で支えていくものです。

「100か月の育ちビジョン」は５つのビジョンがありまして、その一つに子供の育ち

を支える環境や社会の厚みを増すというものがあります。これについては、子供や子

育てに直接関わりのある方だけでなく、社会の全ての人がそれぞれの立場で子供の育

ちを支えていくというものであります。本町におきましても、国が示す５つのビジョ

ン「こどもの権利と尊厳を守る」、「安心と挑戦の循環を通じて子供のウェルビーイ

ングを高める」、「こどもの誕生前から切れ目ない育ちを支える」、「保護者・養育

者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする」、「こどもの育ちを支える環境等

を整える」を意識しながら施策の展開を図ってまいります。 

      また、令和７年度からこども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉の両輪を

機動的に運用し、妊娠期から子供の健全な育成を切れ目なく見守り、支援を行ってま

いります。 

      次に、２要旨目の、最近のＰＴＡ活動において保護者の参加率の低下などの課題が

出ていると伺っております。時代の変化によってＰＴＡ活動の在り方も変わるものと

理解をしておりますが、学校や保護者が地域に望む子供に対しての関わり方などにも

変化はあるのかについてお答えをいたします。 

      ＰＴＡは、子供たちの健やかな成長と教育環境の向上、社会教育及び家庭教育充実

を図るため組織された団体であります。しかし、時代とともにＰＴＡ活動に対する考

え方が多様化し、その必要性についての議論等もあり団体を解散する地域がございま

す。本町におきましても、共働き世帯や核家族化の増加などにより子育てに関わる時
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間が限られるなどの様々な要因から、役員の選出の際などで苦慮している団体もある

と伺っております。このような中、町内のあるＰＴＡでは、役員数や会費を減らし、

事業内容を見直ししながら持続的に活動ができるよう、組織の見直しに取り組まれて

いることなども伺っておりました。保護者が地域に臨む子供への関わり方につきまし

ては、働き方や世帯構成等から考え方など様々な違いがございますので、一概に回答

は難しいのですが、学校としては地域の皆様にはこれまでと同様に交通安全や見守り

のご協力、農業体験、伝統行事や芸能の伝承など、引き続きご支援とご協力を賜りた

いのではないかと思っております。町といたしましても、子供たちの健全育成を目的

に、学校、家庭、地域、行政が一体となって様々な共同教育活動を推進してまいりま

した。地域の皆様には、今後とも様々な事業等にご参加をいただき、子供たちと触れ

合いながら、次代の地域を担う子供たちの健やかな成長に一層のご理解を賜りたいと

考えております。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      それでは再質問させていただきます。 

      １要旨目で初めの100か月というようなことを述べさせていただきました。子供の

成長におきまして、初めの100か月だけが大切だというわけではないとは思います。

ただ、その初めの100か月にこだわるというかそういったことを国は出してきており

ます。町長としては100か月間の子供、そこ辺りに対してどのような重要な時間であ

るというふうに捉えるか、どういうふうに思っていらっしゃるのかお聞かせいただけ

ればというふうに思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      それではただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      やはり自我が芽生える人間形成を考える上で非常に大事な100か月ではないのかな
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というふうに思います。昔は三つ子の魂百までなんて言われていましたが、それ以上

にもっと100か月という期間、その後のその子の人格形成に非常に大事な期間だとい

うふうに思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      初めの100か月について国のほうで示しているのはその重要性です。乳幼児期は脳

発達の感受性期と言われ、脳発達において環境の影響を受けやすい限定された時期の

一つであるなど生涯にわたるウェルビーイング向上にとって特に重要な時期であると

いうふうに言っております。またあと生涯の健康や特定の病気へかかりやすさは胎児

期や生後早期の環境の影響を強く受けて決定されているという考え方もあるなど、子

供の誕生前も含め、育ちを支える基盤的時期として捉える必要がある。さらに育ちの

側面と両輪をなす学びの側面からも米国における研究で質の高い幼児教育は長期にわ

たって影響を与えるとされているなど、幼児期までの重要性は世界的にも確認されて

いるところであるというふうに言われております。大変重要な時期、その中では町長

もおっしゃられましたように三つ子の魂百までとか人間の形成、自我が芽生える、そ

ういったようなことも大変重要なところなのかなというふうに思います。国で言って

いるところの脳の成長というようなことも考えますと、脳の成長というのは出生時期、

急激に始まって四、五歳で成人の80％に当たるぐらいで、６歳で90％、12歳で100％

の形ができるというふうに言われております。形ができたとしても働きが機能できる

かと言ったらばそれはやはり神経細胞のつながりというのかシナプスというんでしょ

うかね、そういったものの結びつきが深まれば深まるほどその活性が強まっていくも

のと、それで脳が育っていくというふうに、神経細胞が140から200億個ぐらいあって

それがつながっていくことによって、つながりがよければ町長のような立派な方にな

っていくというような形になるのかどうか分かりませんけれどもね。そういうような、

でもどういうふうにしてシナプスができるかといったら、刺激だそうですね。五感、

すなわち触れたり見たり聞いたり食べたり匂いを嗅いだりそういうような五感によっ

てそれがつながりを深めていくというようなことが、であるから幼少期に人と対面し

て接することの重要性というものがあるということです。でも最近ですと、最初のう
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ちは子供がおっぱいを飲む、授乳をするときなんかでもお母さんがスマホ、携帯なん

かをいじったりなんかして子供の顔を見ないというような話も聞いたりなんかもする

という、そういう目と目を見合わせて子育てをするというようなこと。もしくはお母

さんも働きに出ていくとうちに帰っても接する時間が少なくなったり、あと兄弟が少

なくなっている時代でもありますので、一緒に子供同士で遊ぶ時間もなくなったり、

そしてまた核家族ということでおじいちゃん、おばあちゃんが一緒にいないというこ

とで触れ合う機会、人間と対面する時間が少なくなってきている。そして大事な100

か月の後半のほうになるとゲームなんか覚えてくると、今度はそういうような対面で

の触れ合いというものがなくなってしまうというようなそういう時代になってきてい

るんじゃないかなと。そうすると、やはり結びつきというものが少なくなってきて脳

の成長がちょっと困った状態になっているんじゃないかなというふうに思いますが、

町長はそこ辺りのところをどのように子供の成長の危うさというんでしょうかね、昔

と比べて少し変わってきているなというふうに思うんですが、そこ辺りどういう社会

環境の変化によってどう変わってきているか、認識をお伺いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの今野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      我々、幼少期にはもちろん携帯もなければ、テレビはあったかと思うんですが、そ

の時代と比べると全く確かに時代が変わってきているんだなというふうに思いますが、

先ほど議員もおっしゃったとおり、本来人と人とが触れ合う親子の関係、絆を築いて

いく上でも授乳時に目と目を合わせたりというのは本当に人格形成の上でも大事であ

ろうなと思う中、確かになかなか目を見ずというようなお話も聞いたりもするところ

であります。時代の変化はあれど、人間やっぱりいろんなものに五感を使っていろん

なものに自分で触れて自分で経験をして失敗から学んでいくことも大事だろうなと思

う中、なかなか今そういう自由がない状況もある中、これからはより個人の個性であ

るとか特性を伸ばしていただく時代だろうなと思う中、いろんなその子の特性を幼少

期から見いだしながら、いろんな得意なところを伸ばしていくようなそういった保育

の現場も大分変わってきているように感じる部分はございます。ぜひその子の特性を

生かせるような、そんな社会となるような形で行政運営をしていく時代なんだろうな
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というふうに思ってお話のほうを伺っておりました。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      全くそのとおりだなというふうに思います。どうしても人との関わり合いが少なく

なってくるというと、やはり刺激が少なくなってくる。いろんな人たちに会うことに

よっていろんな刺激を受けるというのは大変重要なことだなというふうに思います。

昔は、私は大分60過ぎた後半のほうになってきていますけれども、そういう私の小さ

い子供のときでもやはり近所の子供たちと遊んだりとかそういうようなことも平気で

あった時代ですから、そういった中で育ってきたことによって育まれるものもあった

のかなというふうに思います。町長の時代はもう少しお若いですから違うとは思いま

すけれども、そういうような必要性があるのかなと思います。 

      ちょっと脳細胞の話をもう少し続けさせてもらいますけれども、ミラーニューロン

というものが何か頭の中にあって、それで対人関係、集団の行動の中でいろいろ人の

姿を見て自分に移し替えてみて、それで何ていうんでしょうかね、ミラーニューロン

が活性化する状態において相手の姿を見て自分に移し替えるというようなそういうよ

うなものがあるそうです。私が聞いた話では、学校なんかで授業が始まるとき先生が

入ってきたら自然にみんな席に着くんですけれども、それがごく自然に反射的にでき

るというのがそういうような働きの一つではないかというふうに言われております。

ただそれがうまくできていない子というのは１人でいつまでもうろうろしていたりと

か、みんなとちょっと違った形のほうの動きをしてしまうと。それでそういう子とい

うのはやはり自分が反射的にできないものだから大脳からの命令によって座らなけれ

ばいけないよと座るというそういうような子供たちがちょっと増えてきている。いろ

いろな子供たちに今日も交通安全の指導なんかで会ってみますと、止まれと言ってい

るのにぽろっと１人何の気なしに前に出てみたりとか、そういう子もたまにいるんで

すよね。それがそうだとはちょっと分かりませんけれども、何となく集団の中で別行

動を取ってしまうようなそういう人も教室の中にあるのかなというふうに思います。

そういうことがうまくできていないというのはどういうことかというと集団生活がう

まく取れていなかったとか、そういう脳科学の世界ではそういうような言われ方をし
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ます。やはり他人との関わり合い、つながり合い、そういったようなものがないこと

によって出てくるということで、地域とのつながりですとかいろいろな人とのつなが

りというものが少なくなってきていることによって出てきている一つの現象なのかと

いうふうなことが言われております。そういうふうに、ちょっと違った子というのは

やはりそういうふうな学校に行ってもつらい思いをするような形。さっき町長は特性

とか個性とかそういうような見方をなさっておったようですけれども、やはりそうい

うような中において、そういう個性とか特性ということでくくってしまってそういう

人たちに対してどういうような対応をしていくとか、そういうようなこともなかなか

考えていくのも大変なのかなというふうに思いますよね。 

      初めの100か月の中で回答の中にも出ていたんですけれども、子供たちの育ちを支

える環境の社会の厚みを増す必要があるというようなこと、これは国で言っているよ

うなことでありますけれども、その中ではやはり地域との関わり合いということが重

要なことになってくるのかなと。そういうふうに町としてそういう大切なものである

ということの重要性というものを社会の中にいかに発信できるかということが重要な

んじゃないかなと思うんです。そういったことが今ちょっと本町足りないんじゃない

かなというふうに思うんですが、その重要性といいましょうか、そういったようなも

のの発信の仕方というものについて町はどういうふうになさっているのか、お伺いし

ます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      なかなか難しい、確かに足らないと言われればそこのところもあるかなというふう

に思うところでありますが、具体的にぜひいい機会でありますので、子育てのほうの

課長のほうから具体的な内容を回答させたいというふうに思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      子ども家庭課長小野政則君。 

 

子ども家庭課長兼こども家庭センター長 （小野政則君） 

 



２３１ 

 

      今野議員の再質問にお答えしたいと思います。 

      まず情報の発信が弱いんじゃないかというところでございます。そちらにつきまし

ては、保育所であったり児童館であったり、あとは児童支援センターであったり、そ

ういったところで情報の発信をしていきたいと思っております。 

      以上でございます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      町のほうでは子ども・子育て支援事業計画というのを出しているんですけれども、

その中にそういうような国で出している「はじめの100か月の育ちビジョン」という

考え方というものが網羅されていないようなところがあるんですが、それは何か理由

があるんでしょうかね。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      こども家庭庁発足時の内容であってこれからの具体的な反映になるのかなという気

はするんですが、いま一度その点につきまして担当課長のほうに回答させます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      子ども家庭課長小野政則君。 

 

子ども家庭課長兼こども家庭センター長 （小野政則君） 

      それでは今野議員の再質問にお答えしたいと思います。 

      「はじめの100か月の育ちビジョン」のそのビジョンについては具体的には子ども

計画、支援計画のほうには入っておりません。支援事業計画のほうでは、一つ一つの

事業をどのように取り組んでいくかという計画でございまして、ただしこの５つのビ

ジョンが入っていないというわけではなくて、一つ一つの事業を計画していく中でこ
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ういった５つのビジョンを意識して事業を進めていきたいと思っております。 

      以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      子ども・子育て事業計画は多分子ども・子育て支援法の流れによってやっているも

のであって、「はじめの100か月の育ちビジョン」というのはまた別な経路から入っ

てきているのでなかなかここは入れられなかったというふうな経緯なのかなというふ

うに理解はしていたんですけれども、でも初めの100か月の重要性というものは、大

変こういうような言い方をすると町民の皆さんも意外と分かりやすいんじゃないのか

なと。今まで脳の発育ですとか町長がおっしゃられましたように自我の芽生えですと

かそういったようなことを考えれば、初めの100か月は重要なんだよというのを町民

にアピールするには大変いいキャッチコピーじゃないのかなというふうに思われます。

こういうのは使っていって地域住民にも知らしたほうがよくなるのではないかなとい

うふうに思うんですね。ですから、ちょっと今後何か新しい計画でも立ててその中に

入れ込むのかなというふうな考えもあったんですが、そこ辺りの新しい子供に対して

の計画、子ども・子育て支援事業計画というのは保育所が出来上がった、待機児童も

少なくなったということである一つの大きな目的が達成されているのかなというふう

に思いますので、新たな計画の方針転換というものがあってもいいのかなと思うんで

すが、町長はそこ辺りどういうふうにお考えでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの今野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      非常にいい表現であろうなというふうに思います。分かりやすいビジョンなんだろ

うなというふうに思います。もちろんこれをどういう形で広めていくのかという部分

はこれから詳しく検討していきたいなと思いますが、広めるに当たって他市町村のほ

うではいろいろ子ども基本条例を制定するに当たってのベースとしていろいろ考え方
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の根本に置かれたりされておるようでありますし、一つの広める方法として、または

子供たちと親も含めてみんなでどうあるべきなんだと考えていく上でも非常に大事な

取組なのかなというふうに思いますので、そういったところも踏まえ、これから検討

してまいりたいというふうに思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      子育て関係についてもいろいろ計画というものの変更というものが出てくると思い

ますので、そういったようなことも考えまして新たな計画といいましょうか、子ども

基本計画というようなご意見も出ましたので、そこ辺りを含めた上での新しいビジョ

ンというものの策定というものについて検討していただければなというふうに思い、

２要旨目のほうに移りたいと思います。 

      ＰＴＡ関係についてちょっと触れてしまったのであれなんですけれども、町長が子

育て中、ＰＴＡ活動なんかにも熱心になさっていたと思いますけれども、その頃と比

べて今どういうふうに感じられる面があるのかどうかお伺いしたいんですが、どうで

しょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      やっぱり全体の学校等の先生方と親の一体感がなかなか今は薄れているんではない

のかなという部分、我々の時代は時に先生方ともお酒を酌み交わしたりもしながら、

時に子供の教育の仕方等々で議論したりもしましたが、後にお酒を一緒に酌み交わし

ながらそういう本音だったのかと本音で話ができる関係であったのかなというふうな

ところがあります。それがなかなか皆さん、核家族化なり自分と家族とのつながりの

みで意外と他人と接するのをあまり何か好まないような、壁をつくっちゃっているよ

うな感じに見える部分がありまして、そこはちょっと残念かなというふうに見てござ
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いました。ぜひ本音でお話をいただけるようなこと、あと役員の成り手というところ

も非常に一つの課題で、成り手の方がいらっしゃらないという部分も課題かなという

ふうに見ておりました。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      そうですよね。何となく今話を聞いていて酒を酌み交わすときもあったというよう

な、私の小さい頃も家庭訪問なんていうと最後のほうになるとちょっと召し上がって

というようなところもあったようないい時代なのかどうか分かりませんけれども、そ

ういうようなこと、通告していなかったから分かりませんけれども、今家庭訪問とい

うのはやっているんですかね。うちをチェックするぐらいであまり上がってどうのこ

うのということはなさっていない。もしよろしければちょっとそこ辺り、今現状どう

いうふうになっているか、いいですかね。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      昔とちょっと違った内容になっているかなというふうに思いますが、せっかくの機

会でありますので教育総務課より回答させたいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育総務課長菊地康弘君。 

 

教育総務課長 （菊地康弘君） 

      それでは今野信一議員のご質問にお答えいたします。 

      現在も家庭訪問が実施されてございます。ただ玄関先でということで、そこで終わ

っているということでございます。よろしくお願いいたします。 
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議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      無理言って申し訳ございませんでした。やはりなかなかそこ辺りも気を遣うように

なっているんでしょうね。やはりそういった中で、家庭と学校の間も少し昔とは違う

ような。そうなってくると地域としてもどう関わり合いを持っていいのかというとこ

ろの不安が出てくるんですよね。回答書のほうには地域の見守り活動ですとかそうい

ったものをやってほしいというようなこと。でも出ても子供に対してどう接していい

のか、地域の方も迷いが出てきているようなところがあるんですね。ちょっと声をか

けても声かけ事案として報告されてしまうようなそういうような世知辛い世の中とい

いましょうかね。私も朝交通指導しているので子供たちとは仲がよくなったと思って

いたんですが、黄色いジャンパーを着てやっていると分かるんですけれども、こうい

う格好をして町で擦れ違ってこんにちはと声をかけるとびっくりされてしまって、は

たから見れば何となく犯罪者のようなそういうように見えちゃうんだろうなというふ

うに思いました。また別な話ですけれども、自分の孫を迎えに行こうとして学校のほ

うに近づいていって、３年生だったかな。それで子供たちが帰ってくるから「君は何

年生なの」と聞いたことがやはり声かけ事案として報告が行って、次の日プリントで

何かこういうことがありましたみたくなってしまうというようなことで、大変どのよ

うに接していいんだろうかと。そういうような、かえって迷惑をかけてしまうんだっ

たらばやめたほうがいいんじゃないかとか、そういうような地域としてもどう接して

いいか分からなくなってきた。特にＰＴＡがそういうようなことでいろいろ変わって

きているんだという情報なんかを聞くと、地域としては今までのやり方では違うんじ

ゃないのか、そうなると引いてしまってそれがうまくかみ合わないと。そういうよう

な事案があるんですね。そういうようなことなんかがあったりして、そのほかにもい

ろいろあるんでしょうけれども、やはり昔と違うことによって地域が引いてしまう、

遠慮してしまう、そういったことがあるんですけれども、そこ辺り町長、聞いたこと

とかありませんか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 
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町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの今野議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

      多分議員もそうだったかと思うんですが、我々小さい時代は隣近所のおじいちゃん、

おばあちゃんに見守っていただいていたのは当然でありますが、何か道草したりなん

かしていると、またちょっとでも悪いことをしていると叱られました。でもそれが地

域内のある意味信頼関係で、悪いことをしたらよその子だってほかのじいちゃん、ば

あちゃんに怒られるんだというのが当たり前な時代であったなというふうなところの

時代と比べると、議員おっしゃるとおり今は何か声をかけると逆に学校から注意が来

るかもしれないとかという何か世知辛い世の中だなというふうな感じを持っておりま

す。昔のコミュニティーのよさという部分をどうやったら取り戻せるものなのかなと

いうのを確かにおっしゃるとおり何かを機会にみんなで話し合うようなそういう場が

今の時代だからこそ必要なのかなというふうな思いで今のお話を伺っておりました。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      やはりそういうふうに時代が変わってくることによって子育ての仕方、そして教育

機関なんかもいろいろと先生のやり方も変わっている、親の考え方も変わっている、

地域というものもどうしていいか分からなくなってきている。ただ、積極的に取り組

みたい人もいたりするんですが、それですらも潰してしまっているようなところが出

てきているのかなというふうに思います。というと私が考えるには、やはり子供に対

しての町はどういうふうに考えているのかというような指針といいましょうか、そう

いう姿勢みたいなものを明らかにしていただいて、それをうまく後ろ盾にして町民も

うまくできるような形というものが必要なのかなというふうに思うんですよね。 

      先ほど町長のほうも他町村でやっている子どもの権利関係のことですとか、そうい

った部分の調査というようなことをおっしゃっていましたけれども、そういうような

ものを町としても明確に打ち出すことによって、自分たちもそういうふうに関わって

いいんだというような、何となく今疑心暗鬼になって子供にも声かけできないような

状況にある人たち、それに対して親はどう思うか分かりませんけれども、やはり町と
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して全体で子供たちと接していくべきだというふうなことを打ち出すことの重要性と

いうものが何かあるような気がするんですね。子供に対しての支援策というものが大

変あると思うんですけれども、先ほど同僚議員の答弁の中でも聞いていましたけれど

も、やはり対処的なもの。困っている。じゃあこのような施策を。足がない。じゃあ

スクールバスを。そういうようなことの対処的なものはあるんですけれども、子供に

対してどういうようなものが必要なのかというものはやはり町としてやはり一本打ち

出して、そういう子育てに興味ある方が行けるような、後ろから押していただけるよ

うなものがあってもいいのかなと思うんですが、町長はそういうようなお考えはない

でしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      これまではどちらかというと子育て支援イコール何らかの金銭的な支援を軸として

考えられてきた部分が確かにある中で、先ほど同僚議員のお話にもありましたが、や

っぱり子育てをされる親、またはその子育てをされている子供さんの気持ち的なメン

タル面でのソフト的な事業、子供は町全体で育てるんだよというような機運を醸成す

ることは子育てに優しい町、力を入れている町という意味でも非常に有効な考え方で

あろうなというふうに思いますので、どういった形でそういう機運を醸成できるのか、

今後検討してまいりたいというふうに今のお話を伺ってなお感じました。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      お考えいただきまして、やはり子育てにみんなそういうようなスローガンみたいな

ものを挙げて、子育てするなら我が町でみたいな形のほうも出てきているんですけれ

ども、条例化しているところもあればそういうようなスローガンを打ち出していると

ころもあると。そういったこともいろいろお考えになってやっていっていただきたい
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なと思います。 

      今回「はじめの100か月」とか、「はじめの100か月」というと小学校に入るまで。

小学校に入ってからのＰＴＡの変化に伴ってどういうような子育てができるのかとい

うことでお話ししてまいりましたけれども、やはりそういう地域住民が関わり合って

子供の脳を育てるというか、そういうところから始まって、子供の言動に注意をして

みんなで子育てができる町というものが大変重要なことじゃないかなというふうに思

います。最近ちょっとテレビを見ていて一つ気になるようなニュースがやっていたん

ですけれども、孤立死とか孤独死、それが若年化しているというようなお話の番組で

した。それがどういうようなやつかと言いますと、セルフネグレクトになってしまっ

てそして亡くなっていく方、死後４日以上経過して発見された人、全死亡者数に占め

る割合というものの結果が出ておりまして、25歳から29歳までが4.8％、100人いれば

四、五人はそういう一人で孤独死してしまっている。35歳から39歳までは4.7％だそ

うです。年寄りはどうなのか、年寄りというと失礼なのかな、70から74歳で4.4％で、

その数値を若年層が上回っているということで、そういう若年化しているというよう

なお話を聞きました。55から59歳までというと7.8％ぐらいで働き盛りなんですけれ

ども、そのぐらいの数がいる。男性だけで見ますと10％を超えているといいますから、

55から59歳までの人のうちの男性の亡くなった方の10人に１人は孤独死をしていると

いうような。お年寄りが何かそういうふうに孤独で亡くなっているのが見つかったと

いうようなお話で、そういう年代層の話かなと思っていたんですが、若い方のほうに

移ってきている。それはコミュニケーションの取り方ができていないといいましょう

か、正常になっていない、正常というような言い方が変なのかもしれませんけれども、

昔とは全然違ってきているというふうに思われます。やはりそういうようなことも考

えれば、子供のうちから地域との関わり合い、コミュニケーション、そういったもの

を取った上での成長の仕方というものはそういったものも数が少なくなってくるのか

なというふうに思われるんですよね。やはり小さいうちから地域で育てられて話し合

うことができる。そういった中でやはり自分の抱えている問題を解決できる。今の世

の中ですと地域との関わり合いもない。職場でもなかなか希薄になってきているよう

なところがあって、そうなってきますとやはり心が折れてしまったときどうなるのか

というと、やはりほかとのコミュニケーションが取りづらくなってしまうというよう

なことが起きているんじゃないかなと。本町の場合は孤立死に関して、これは通告を

出していないからあれなんですけれども、今後やっぱり懸念する材料なのかなという

ふうに思います。地域の子供のうちからのコミュニケーションの取り方、地域で育て
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るということ、その重要性もあるんじゃないかなと思います。今の一例を出してみて

町長はどういうふうにご感想をお持ちでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの今野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      孤独死が見受けられる点、本町も例外ではないのも現状であります。若年層の事例

はあまりまだ伺っていないところではありますけれども、本当に残念だなというふう

な思いでありますけれども、議員おっしゃるとおり、小さいうちから人と人とのコミ

ュニケーションをなかなか取る環境にない方が成人されて年を取って大人になられて

いけば、なお確かに取れなくなるんだろうなということを考えますと、やっぱり幼少

期からの同級生なり近所の子のみならず、いろんな多様な考え方を学ぶという点でも、

地域のお年寄りの方、男女いろんな方々とコミュニケーションを取ることはその後の

人生設計でも非常に大事なことであろうというふうに感じております。どういう形で

そういう機運が醸成できるのか、どういうふうにすれば広がっていくのか、今回町内

会のいろんなイベントのサポートもさせていただくのもそういった町内会員等々に限

らず、広く地域内での広がりを広げて深めてほしいなという思いで新たに始めさせて

いただいた事業もありますけれども、そういった事業も一つの例として、いろんな年

代の方が集まるような機会をより醸成して広げられるよう、何らかいい方法がないの

かこれからなお検討してまいりたいなというふうな思いで伺っておりました。決して

本町で例外ではないというふうな思いでおります。 

      以上であります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      ありがとうございました。やはり子供だけの問題ではなく成長して大人になったと

きのことも考えた上でも重要なことであるというふうに思いますので、お願いしたい

なというふうに思います。 
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      やはり今回、子供のあれでやってきましたけれども、義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保に関する法律、教育の機会確保法ですね、そういっ

たものの中にも国民の理解の増進ということで呼びかけ、そういった不登校ですとか、

そういったような子たちにとっても地域で見方がいろいろとあの子は学校に行ってい

ないから悪い子だみたいな感じの言い方をされますけれども、教育の機会確保法案が

2017年に発しまして、それは悪いことではないんだというような、間違った考え方と

いうものが今町民の中にもあそこの家庭では学校に通わせていないとかそういうふう

な考え方をするような間違ったことなんかもありますので、やはり自治体としてそう

いうことがないようにというふうなこと、正しい理解をさせるための広報活動もしろ

というような形のことを国でうたっているような部分もあります。そういう正しい考

え方、そしてまた正しい地域とのコミュニケーションの取り方、そういったものをも

っと研究されて打ち出していただければというふうに思いますので、そこを含めた上

で町長に総括的なご意見を伺いまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      ただいまの今野議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      おっしゃるとおり教育機会均等法にもあるとおり、学校だけが学ぶ場でもない時代、

やっぱりいろんなところでいろんな今学びができる時代であろうというふうに思いま

す。加えて人間の関係が希薄になってきている部分がある中で、どちらかというと人

に助けを求められないような時代が非常に寂しく思う部分、助けてほしいときは助け

てほしいと言えるようなそんな関係性をつくっていく上でもやっぱり子供の時代から

いろんな関係、社会がつながっているんだというような実感をしていただけるような

そういうふうな関係性をどうやったら構築できるのかという視点も入れながら、将来

のある子供たちにいろんな夢を持って、探究心を持っていろいろ活動していただける

ようなそんな町となるようこれからも努めてまいりたいと思いますので、これまでも

学校支援コーディネーター等々いろんな形でご協力もいただいている今野議員でもい

らっしゃいますので、これからもいろんなアイデアをお願いしたいなということをお

伝えして、総括した回答とさせていただきます。 

      以上であります。 
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議  長 （今野善行君） 

      今野信一君。 

 

１０ 番 （今野信一君） 

      以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で今野信一君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩といたします。再開は午後１時からとします。 

 

         午後０時０２分  休 憩 

         午後１時００分  再 開 

 

議  長 （今野善行君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ここで町長より、先ほどの10番今野信一君の一般質問で訂正したい点があるとの申

出がありましたので、ここで発言を許します。町長浅野俊彦君。 

 

町  長 （浅野俊彦君） 

      先ほどの答弁で一部訂正箇所がございまして、担当の菊地課長より説明をさせます。

よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育総務課長菊地康弘君。 

 

教育総務課長 （菊地康弘君） 

      先ほどの今野信一議員の家庭訪問の実施状況についてのご質問がございましたが、

訂正をさせていただきたいと思います。 

      全ての小学校におきまして家庭訪問につきまして実施しておらず、現在、住居地確

認ということで変わってございます。保護者がいなくてもいいように、先生が居住地
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の確認をしましたということでポストに投函をしてやっているという状況でございま

した。全ての中学校につきましても家庭訪問は行っておらず、教育相談という形で夏

休みと10月、11月に３者面談を行っているということでございます。大変申し訳ござ

いませんでした。お詫びして訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      引き続き一般質問を行います。 

      ７番佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      ６月定例会最後の一般質問ということでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

      通告13番ということでございますので、ただいまから一般質問をさせていただきま

す。１件でございますので、よろしくお願いいたします。 

      スポーツ奨励で体力づくりをでございます。 

      車社会となり久しいが、近年はさらにスマートフォンの操作の増加などにより運動

する機会が老若男女問わず減少しており、30年前と比べるとかなり体力は劣っている

と感じている。そこで、若年層から高齢者まで体力に合ったスポーツを強く奨励する

ことが必要と考える。そこで、以下の点について伺います。 

      １要旨目、学童期に行う運動は基礎体力をつくるだけではなく、児童の健全育成に

大いに役立つものであるが、近年、スポーツ少年団と団員の数が大幅に減少している

と感じている。町として現状をどのように捉え、対策しようとしているか。 

      ２要旨目、中学生の部活動は教育活動の一部と捉えている。これから部活動の地域

移行が進んでいくと思われるが、今後の国、県の方向性並びに町としての対応をどの

ように考えているか。 

      ３要旨目、高齢者の運動の一つにグラウンドゴルフがあるが、愛好者も多く、各種

大会が開催されている。高齢者の運動の機会は健康増進や寝たきりの予防に加え、交

流の場として生きがいづくりにもなる。コロナ禍後縮小していた地域活動を活性化す

るためにも各地域の団体を支援すべきと考えるが。 

      以上３要旨、よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 
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      答弁を求めます。教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      それでは佐々木議員のスポーツ奨励で体力づくりをのご質問にお答えいたします。 

      初めに、近年、子供から高齢者まで幅広い世代において、運動機会の減少や生活習

慣の変化により体力の低下傾向が全国的に課題となっております。これらは生活習慣

病のリスク増大や介護予防、子供の健やかな発育などに深く関係しており、日常的に

スポーツ活動や運動の習慣化が重要であると認識しております。こうした課題に対し、

現在町でも運動指導や健康づくりの専門的な知識と実践経験を有する町体育施設の指

定管理者が中心となり、連携しながら事業を進めているところでございます。 

      １要旨目の学童期に行う運動は基礎体力をつけるだけではなく、児童の健全育成に

大いに役立つものであるが、近年、スポーツ少年団と団員の数が大幅に減少している

と感じている。町として現状をどのように捉え、対策しようとしているのかについて

お答えいたします。 

      少子化の進行や子供たちのライフスタイルの多様化、学習塾、習い事との両立の難

しさ、また、保護者や指導者の負担増などの要因により、近年、スポーツ少年団の団

員数が全国的に減少しているものと認識しております。町といたしましては、町スポ

ーツ少年団本部への活動に対する補助金交付のほか、令和４年度からは全国組織等へ

の団員登録費の全額、１人当たり800円でございますが、補助するなど、継続的に支

援を行っております。また、町のホームページには、町内スポーツ少年団の一覧を掲

載し広く周知を図っておりますほか、新たな試みといたしまして、本年７月の生涯学

習カレンダーから団体紹介等の掲載枠を設け、希望する団体が団員募集等を行えるよ

う町スポーツ少年団の本部を通して周知を行ったところでございます。今後も町スポ

ーツ少年団の本部との連携を密にしながら子供たちがスポーツに親しむきっかけをつ

くり、健全育成に寄与できるよう努めてまいりたいと考えております。 

      次に、２要旨目の中学生の部活動は教育活動の一部と捉えている。これから部活動

の地域移行が進んでいくと思われるが、今後の国、県の方向性並びに町としての対応

をどのように考えているかについてお答えいたします。 

      国では、平成30年度にスポーツ庁及び文化庁がそれぞれ策定した部活動の在り方に

関する総合的なガイドラインを令和４年12月に統合した上で全面的に改正し、学校部

活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドラインを策定して、

休日の公立中学校の部活動を地域活動へ移行する方向性を示しておりましたが、また
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新たに令和６年８月に地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議を

設置し、現状を踏まえた課題の整理やガイドラインの見直しの論点整理に着手し、令

和６年12月の中間取りまとめでは改革実行期間を前期令和８年度から10年度、後期令

和11年度から13年度と実行期間が当初の計画よりもさらに延長されております。なお、

国では本年６月頃に実行会議の最終取りまとめ「ガイドライン」の改定を予定してい

ると伺っております。また、宮城県におきましては、本年３月に国の動向や県内の取

組状況を踏まえ、「学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドライン第２版」を策定

し、国の中間取りまとめにある改革実行期間の前期３年間の最終年度に当たります令

和10年度中に県内全ての公立中学校で休日の部活動を行わないことを目標に、県内全

体の移行スケジュールの目安が示されたところでございます。町といたしましては、

今後も国や県等の動向や他自治体の参考事例、または部活動が担ってきた教育的意義

や地域の実情なども踏まえながら、関係機関とも慎重に協議を重ね、適切な時期に進

められるよう様々な状況を注視しながら実施に向けた準備を推進してまいりたいと考

えております。 

      次に、３要旨目の高齢者の運動の一つにグラウンドゴルフがあるが、愛好者も多く、

各種大会等が開催されている。高齢者の運動の機会は健康増進や寝たきりの予防に加

え、交流の場として生きがいづくりにもなる。コロナ禍後縮小している地域活動を活

性させるためにも各地域の団体を支援すべきと考えるがについてお答えいたします。 

      高齢者の健康づくりにおける運動の役割は非常に重要であり、グラウンドゴルフを

はじめとする地域のスポーツ活動は身体機能の維持向上のみならず、交流や生きがい

づくりの場としても大きな役割を果たしているものと承知しております。また、町内

におけるグラウンドゴルフ大会等の開催につきましては、町グラウンドゴルフ協会を

はじめ、町スポーツ協会の地区分会など、地域の様々な組織、団体において広く開催

され、交流が図られているものと認識しております。町といたしましても、生涯スポ

ーツ推進の立場から大和町スポーツ協会への補助金交付のほか、グラウンドゴルフ教

室の開催、各施設の減免、さらには各地域等へ用具の貸出しを行うなど様々な支援を

現在も行っているところでございます。 

      今後も町スポーツ協会や町グラウンドゴルフ協会、体育施設の指定管理者などとも

協力をしながら、高齢者の皆様が無理なく継続的に運動に取り組める環境整備や交流

事業の充実を図れますよう取り組んでまいりたいと考えております。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      今、回答をいただきまして大変ありがとうございます。 

      大分詳しく回答していただいたのであまり質問ないのかなと思っておりますけれど

も、最初スポーツ少年団ということで大分減っているという話は事実でありますので、

ところで町にはスポーツ少年団団体は活動しているのは幾つぐらいあるか、それを教

えてほしいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員の再質問にお答えいたします。 

      町のスポーツ少年団につきましては、令和７年度、今年度は18団体でございます。

令和６年度、昨年度は20団体というところで、今年度は18団体ですが、登録の締切り

は８月までですので今後申込みがあるかのように捉えております。よろしくお願いい

たします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      いまだに18団体ということでありますので安心はしたんですけれども、人数は一緒

に聞けばよろしかったんですけれども人数はいいです。それで町としてはスポーツ少

年団との関わりがどの程度というか、どういう関わりをしているか。単なる補助金を

出しているだけなのか、それともほかの団体いろんな課で体育協会とかいろんなスポ

ーツ団体の交わり、要するにスポーツ少年団体同士の関わり、話合いをされているか

どうか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 
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      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      町としての関わりということにつきましては、各スポーツ少年団の団体で大会等を

行った場合にこちらとして後援、共催またはしますので、私のほうでご挨拶に伺わせ

ていただくことも何度かございます。また、それぞれの団体での話合いはということ

ですが、先ほどご質問の中にもありました地域移行の件でスポーツ少年団のご協力と

いうのもこちらとしても得なければならないもので、何年か前から集まった話合い等

を行ったりしておりますし、昨年度末にも話合いを持った際、スポーツ少年団の方に

集まっていただいてお話をこちらとしてもしたり研修会をしたりということもやって

おります。 

      以上です。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      スポーツ少年団の発足というのは非常に大切でありまして、今日は前の２人の議員

さんもやっぱり子供に関しての質問が非常に多かったと思っております。私自身もそ

う思います。これからの子供を育てるためにはいろんな形があるのかなと思っており

まして、スポーツ少年団もいろんな形で子供たちを育てていっているのかなと思って

おります。チラシを見ますとやっぱり社会のルールとか思いやりの心とかそういうの

をスポーツをやりながら育むんだよということをうたっておりますので、非常に大切

だなと思ってございます。これらの大切なやつを町としてどのように管理していくか

というのがちょっと心配だったものですからお伺いしたわけでございます。 

      それでスポーツ少年団の取りまとめ本部というのは実際どこにあるのか教えてほし

いと思います。それと同時に地元体育協会とありますけれども、体育協会との関わり

があるかどうか、そこら辺をお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 
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教 育 長 （八巻利栄子君） 

      それでは佐々木議員の再質問にお答えいたします。 

      詳細につきましては、担当課であります生涯学習課長よりご説明させたいと思いま

すのでお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      生涯学習課長浪岡宜隆君。 

 

生涯学習課長 （浪岡宜隆君） 

      それでは佐々木議員の再質問にお答えをいたします。 

      町のスポーツ協会並びにスポーツ少年団につきましては、任意団体といたしまして

現在体育施設の指定管理者のほうに事務本部をお願いしているものでございます。任

意団体につきましては、地域の実情に即した柔軟な運営と住民の自主的な活動を尊重

するために、今現在平成27年度からそのような体制を取らせていただいておるという

ところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      今、指定管理者というような話が出ましたので指定管理者に一任しているというふ

うに聞こえてしまったんですけれども、指定管理者とスポーツ少年団、そして体育協

会、指定管理者の中にそれが含まれるのかそれとも一緒にやっているのか。そこら辺

をちょっとはっきりしてほしいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      体育施設の指定管理につきましては、平成27年度よりミズノスポーツサービス株式
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会社のほうにお願いをして、今期で３期目というふうになっております。主な業務と

いたしまして、施設の管理、各種教室大会の開催のほか、町スポーツ協会、町スポー

ツ少年団の事務局、そして自主的な事業というふうに位置づけておりますので、それ

に基づいて事務局をお願いしているということでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      事務局ということでありますけれども、それでは体育協会の協会長というのは当然

いるはずですよね。そこら辺の方と、あとスポーツ協会の代表者というのもいるんで

しょうか。そこら辺をちょっと教えてほしいと思いますけれども、それと同時に指定

管理者の件なんですけれども、通告外でありますけれども、名前が出たので若干です

けれども先ほどカレンダーの話も出ましたよね。それでカレンダーを見てみますと、

屋内行事が非常に多い。それだけ教えていただいている、金もかかっているんですけ

れども教えていただいているということも非常にいいんですけれども、屋外がないと

いうことがあるので、そこら辺、ちょっと聞きたいなと思っておりますので、そこの

３つをお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      それでは佐々木議員の再質問にお答えいたします。 

      お名前ということもございましたので、担当の生涯学習課長に答えさせます。よろ

しくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      生涯学習課長浪岡宜隆君。 

 

生涯学習課長 （浪岡宜隆君） 

      それでは佐々木議員の再質問にお答えをいたします。 
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      まず町のスポーツ協会の会長につきましては、現在落合地区の分会長でございます

千坂会長となっております。なお、続いてスポーツ少年団の本部長につきましては、

バレーのスポーツ少年団を担当しております八嶋様のほうに本部長となっていただい

ているところでございます。 

      続いて教室関係ということでございます。教室関係につきましては先ほどのお話も

ございました屋外の教室といいますとグラウンドゴルフ教室というものがございます。

そのほか特に現在のところは体育館の屋内のものが中心となっております。またその

ほかスポットでの教室ということではございますが、走り方教室とかそういった運動

会に向けてのそういったものも実施をしているところでございます。なお、スポーツ

フェアという中でも様々な実施を試みながら開催をしているというところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      理解しましたんですけれども、屋外がないというのはちょっと寂しいですよね。野

球をやってきた立場とすれば非常に残念でありますけれども、野球がだんだんだんだ

んなくなってきているというのも事実でありますので、これは高校も含めて小さいと

きからスポーツをやらないとこういう形にいくのかなという心配をしているわけでご

ざいますので、スポーツ少年団の大切さ、非常に重いと私は思っておりますので、そ

こら辺を今後いろんな形で啓蒙活動していただきたいと思います。 

      それでカレンダーの７月からスポーツ少年団の団体の紹介ということがありました。

これは非常によいことだと思います。それで感じたのは、団体を単なる紹介するだけ

じゃなくて、スポーツ少年団の在り方、２点だけでいいな。悪いところはあんまり紹

介しないんですけれども、非常に進めるような言葉を使って何とかやってほしいなと

大変期待しておりますのでそこら辺を含めて回答、すばらしい文書を作っていただい

てひとつ回答をそこら辺、カレンダーについて。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 
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教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員の再質問に対してお答えいたします。 

      実は昨日７月の生涯学習カレンダーの案がちょうど私のほうに上がってまいりまし

て、７月の分については拝見いたしました。既に周知をしたというところしかお話し

先ほどしなかったんですけれども、周知した段階ですぐ３団体から申込みがございま

して、７月については２つの団体について掲載を早速したところでございます。なお、

運動機会ということも含めてスポーツ少年団の大切さというのにつきましては私自身

も入っておりましたのでよく承知しております。子供たちには何らかの形で運動に携

わっていくのはよいことだなと思いますので、引き続き推進してまいりたいと思いま

す。 

      以上です。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      まず教育長も経験しているということでありますので安心をしまして、今後もいろ

んな形でスポーツ少年団を見つめてほしいなと思っております。 

      それで１要旨目を終わりまして、２要旨目でございます。 

      ２要旨目、中学生の部活動とこの方向性というか、これが出されたのは何か令和４

年12月ということでガイドラインという総合的な出ているということで私もちょっと

見たんですけれども、これについて部活動のいろんな学校部活についていろいろと国

の説明がありまして、その中で令和５年度から令和７年度まで３年間で改革推進期間

ということがうたってございます。可能な限り早期の実現を目指すということでござ

いますので、実際会議は５年度からですから５年、６年、今年が７年度最後でありま

すけれども、何回か話されたことがあるかどうかお聞きします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      それでは佐々木議員の再質問にお答えいたします。 
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      町といたしましては、令和５年度から第１回準備検討委員会ということで10月４日

に開催いたしたものが最初でございます。５年度の１月に第２回準備検討委員会を開

催しております。翌令和６年度につきましては、夏７月から10月にかけて実はアンケ

ート調査を町内の小学校五、六年生と中学校１年生にその保護者について取りまして、

それを受けて令和７年の２月に先ほど申し上げた町のスポーツ団体を対象とした研修

会と話合いを行ったというものでございます。 

      以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      会議はしたということでございますので安心はしておりますけれども、結果を聞く

わけにはいかないでしょうか。アンケートの結果だけで構いませんので、どういうア

ンケートか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      佐々木議員のただいまの質問にお答えいたします。 

      アンケートにつきましては様々な項目について取らせていただきました。例えば、

休日に何かそういうものがあったら参加したいかとか、いろんな項目について取りま

したし、保護者については参加させたいかとかいろいろな項目をアンケートを取らせ

ていただいて、それを町のスポーツ少年団の皆様にも見ていただいたというところで

ございます。まだその場で具体的に何かが決まったということではありませんが、こ

ういう状況なので今後も引き続き会議を通じて準備していくのでご協力をお願いした

いという形で、今年２月に行った会議ではそのような形で話を進めさせていただいた

ところでございます。 

      以上です。 

 

議  長 （今野善行君） 



２５２ 

 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      ガイドラインはこれを見ますとしょっちゅう直されると、見直しがあるということ

であります。令和６年12月にまずは中間的にやって、令和８年から10年とか、後期に

ついては11年から13年とかなりに長い時間でもって検討される。ガイドラインをつく

られるということでありますが、その中に県ではもう既に10年度中にはもう完全に土

日はしない、休みはしないという結論が出たようでございます。これに沿って町では

話合いしたことがあるかどうか。県のほうはやらないとはっきりしているんですけれ

ども、それに沿っていくんでしょうか。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      何度もガイドラインが改定されたということは、なかなかやはりこの問題について

は難しい問題であるということがやっていく中で明らかになってきたというところで

ございます。最初に出ましたのが平成30年度ですので、それから考えてもそのときは

もっと時期が早かったんでございますが、コロナ禍もありまして後ろ倒しになってな

ってなってというところです。町といたしましても県の10年度というのが今回示され

ましたので、そこまで目指しているところはございます。それで昨年末に行った会議

においてもスポーツ少年団の方々にそのような話もさせていただいているところもご

ざいますので、準備を少しずつ進めながら体制を整え、一応その10年度というのは目

標に今しているところでございます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      かなり難しいんでないかなと思いますけれども、それでちょっと聞きたいのは他の

自治体ということを参考というか、何か聞いたこと、情報などありますでしょうか。 
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議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      佐々木議員のただいまの質問にお答えいたします。 

      昨年度、令和６年度の県内の実施状況でございますが、仙台市を除きます県内34自

治体中、既に始めているという自治体は12自治体でございます。市のところが多いで

す。大崎市、白石市、角田市、名取市、岩沼市等々ですね。あと実施していないとい

うのが22自治体というところで、それぞれ準備を進めているものと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      既にやっている自治体もあるということをお聞きしまして、参考にというか聞いた

ことはありますでしょうか。参考に例えばどこの自治体でこういう方向でどうだとか

結果とかいろんなのがあると思いますけれども、そこら辺分かっている範囲で構いま

せんので少し教えてほしいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      仙台管内という仙台近郊のくくりでいきますと、まずどちらかというと情報が入り

やすいので私の知っている範囲で申し上げますと、岩沼なども早く始めたんですが、

岩沼はコンパクトシティーでして、自転車でどこどこの施設に集まろうと言われれば

比較的子供たちが集まれるというところは伺っておりました。それから名取市なども

始めておりましたが、仙台大学が向こうのほうは近くにございまして、指導者につい

ても協力が得られるというのでそちらについては比較的早く始まったということで伺
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っております。ただ、やり方についてはやりながら多分よりよい方向をどこの自治体

も目指しているものではないかなというふうに思っておりますし、中総体などとの絡

みもありますので、一概にばさっとやめるとか切るとかはなかなか難しいまだ状況な

のかなというふうに思っております。 

      以上です。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      今中総体という言葉が出ましたが、かなり中体連も含めてかなり時間がかかって、

せっかく練習して発表の場、競うところがないというのはちょっと寂しいような感じ

がします。それはこれからいろいろ勉強していただくということでありますけれども、

それでちょっと情報が入っていますけれども、富谷でも何かやったことがあるという

ような話を聞いてございますので、富谷はどうだったのかというとやっぱりいろいろ

問題があるというような話でございます。これはやってみて初めていろんな問題が出

てくると思いますのでぜひ早めに実施していただきたいと思いますし、また指導者で

すね。先ほど仙台大学という話が出たんですけれども、指導者というスポーツ少年団

でも結構指導者、資格を取って初めて指導できるということでありますので、この指

導者についても慎重に今後はもう当然学校を再度やるので問題はないと思いますけれ

ども、教員の中に指導したいという方がいるんではないかなと思います。そういう方

を今後いろんな形で応援をいただくという方法もあると思いますので、そこら辺を指

導者、学校の先生も含めて考えてほしいなという感じでおりますけれども、今後この

指導者に関して教育長の考えがあればお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      それではただいまの佐々木議員の再質問にお答えいたします。 

      おっしゃるとおり先生方の中にも部活動の指導にはこれまでも熱心に取り組まれた

方もたくさんおりますし、それはこれからもという方もいらっしゃいますので希望と
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いう形でやってもいいと思う方という形で手を挙げてもらうこともできるかと思いま

すが、その際は別に報酬も発生するようなことになりますので、その辺の体制整備も

必要かと思っております。また、先ほど会議で申したとおり、スポーツ少年団の団体

の皆様にもご協力をいただきながら、指導者の問題は大きい問題でございます。部活

動、運動部だけではございませんので、文化部もありますので、そうなるとまた指導

者を見つけるというのもなかなか難しいところかなというふうにも思っているところ

でございますが、一応年度の区切りもありますのでそこに向けて頑張ってまいりたい

と思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      明確な答弁をいただいておりますけれども、いろんな形で不安はあるんです。そこ

ら辺をうまくやってほしいというか、いろんな形で相談をしてほしいと。特に町長に

は真剣になって相談していただいて、ラグビーをやっていたという話もあるので、そ

こら辺を慎重にというか協力いただいて町の体制を早めに決めていただきたいと思い

ます。 

      それで２要旨目は終わりまして、３要旨目に行きたいと思います。 

      ３要旨目でございます。グラウンドゴルフということでございますので、これにつ

いて助成はしているということもあります。一番なのは実際運動するよりも集まって

話をするということが非常に高齢者にとっては必要な感じがします。これについては

教育、生涯学習課、あとは保健福祉のほうにいって町長の答弁が欲しかったんであり

ますけれども、通告外ということで今日は終わりますけれども、このグラウンドゴル

フなんですけれどもかなりの方がやっているということで、大会に自分で登録をしな

がら実費で金を出して、全国大会に行くお金と県大会に行く町で出す負担が違うとい

う話を聞きました。総会にたまにはお邪魔してお話しするんですけれども、今非常に

グラウンドゴルフによって意外とかなり高齢者が多いかなと思ったんですけれども意

外と前期高齢者の人も多いということもありまして、今後ますますいくんじゃないか

な、激しく運動されるんじゃないかなとそれを含めまして、これから期待すること、

私はいっぱいあるんですけれども、町としてもグラウンドゴルフに対していろいろな

期待、そして応援ということもありまして、若干ということもありますんですけれど
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も、これについて簡単で構いませんので知っている範囲内で組織、団体を含みますよ

ね。お話をしていただきたいと思います。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      大和町グラウンドゴルフ協会についてでございますが、会員数は令７年度で170名

と伺っております。主催事業というのも幾つかございまして、町のグラウンドゴルフ

協会ですと、町の大会が年に３回、落合教育ふれあいセンターで行うものと、あとは

女性のみの大会のなでしこ大会が１回、それから月例会といたしまして５月から10月

まで毎月開催、暑い８月は除くそうでございますが５回というところで、また１泊の

研修交換会というのも行っているということで、かなりの活動はされているものと思

います。また、町のスポーツ協会といたしまして、大会とそれから教室、先ほど浪岡

課長も答えていましたグラウンド教室というのは１回ありまして、あとスポーツ協会

長杯の大会を１回行っているというところでございます。 

      以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      協会長杯、町長杯はないんですか。いろんな年を取ってくると励みになるのはいろ

んな形の賞状とかカップなんかだと思いますので、そこら辺は今度町長杯をつくって

いただいて、町長に出向いて直接カップを提供していただけば喜ぶんじゃないかと思

ってございますのでそこら辺も考えてほしいと思います。ゴルフ協会、そしていろん

な形で交流含めて170名も登録されていると。非常に多くなっているのかなと思って

ございます。天気に左右されるスポーツでありますけれども、何か吉田の旧中学校に

かなりの車が台数が止まって一生懸命やっているようでございます。いずれ我が身で

もありますけれども、こういうのも早めにやってできるだけ応援をしていただきたい

と思ってございます。これは健康管理も当然含むと思いますので、下手するとグラウ
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ンドゴルフをやっていて病院に行くのを忘れるという可能性もあると思いますので、

そこら辺をよろしくお願いします。この中に持続的な運動ということで環境整備、こ

れは非常に大切だと思います。早い話、雨降ったら次の日もできるんなら一番いいん

でしょうけれども、そういうわけにいかないんですけれども、たまり水、そしてまた

砂の提供、川砂の提供とかそういうのはやっていただきたいなと思います。ぜひここ

ら辺を総合的に、グラウンドゴルフも含めてそのほかに環境整備、これは指定管理者

のやつはこの間、昨日もありましたね。舗装が割れて何とかとそういうのを含めてど

うでしょう、環境整備について教育長、よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育長八巻利栄子さん。 

 

教 育 長 （八巻利栄子君） 

      ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

      体育施設等、あと教育委員会の管轄している施設等も様々ございますので日頃管理

しておりますが、管理が行き届かないところもございます。分かる分については適宜

補修等をしておりますが、今後も利用者の方が気持ちよく使用いただいて健康で過ご

されますよう努力してまいりたいと思いますので、お気づきの点がございましたらぜ

ひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      佐々木久夫君。 

 

７  番 （佐々木久夫君） 

      私の一般質問はここで終わるんでありますけれども、総括して通告外でありますけ

れども、町長今まで聞いて何かありましたら。なければいいですけれども。分かりま

した。終わります。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で佐々木久夫君の一般質問を終わります。 

      これで一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。再開は午後２時といたします。 
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         午後１時４７分  休 憩 

         午後１時５８分  再 開 

 

議  長 （今野善行君） 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

         日程第３「議案第４９号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第３、議案第49号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長児玉安弘君。 

 

総務課長兼危機対策室長 （児玉安弘君） 

      それではよろしくお願いいたします。 

      議案書44ページをお願いいたします。 

      議案第49号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例についてであります。 

      こちらにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

により、地方公務員法の一部を改正する法律附則第９条第２項が削除されたため、同

法を引用しております本町の４つの条例について項ずれが生じたため、改正をいたす

ものでございます。 

      第１条は、大和町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の附則の第２項につ

いて改正を行うものでございます。 

      第２条につきましては、大和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の附則第２条

について、引用条項の改正を行うものでございます。 

      第３条につきましては、大和町職員の育児休業等に関する条例の附則の第２項につ

いて改正を行うものでございます。 

      第４条につきましては、大和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の附則

の第２項について改正を行うものでございます。 
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      附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第49号の説明を終わります。 

                                            

         日程第４「議案第５０号 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第４、議案第50号 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長児玉安弘君。 

 

総務課長兼危機対策室長 （児玉安弘君） 

      続きまして、議案書47ページをお願いいたします。 

      議案第50号 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてであります。 

      こちらにつきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改

正法が第27回参議院議員通常選挙前に施行され、選挙長等の報酬額が改定となる見込

みでありますことから、所要の改正を行うものであります。 

      また、今回の報酬額の改定に合わせ、本町ではこれまで大和町選挙長等の報酬及び

費用弁償に関する条例で選挙長等の報酬額を定めておりましたが、選挙長等は地方公

務員法において特別職と規定されておりますことから、大和町特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表中に追加することとしたものでありま

す。 

      改正の内容でございます。 

      大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、別表中、選

挙長、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、

開票管理者、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立

会人、開票立会人、選挙立会人を追加し、報酬額は国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律に規定する額と定めるものであります。 
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      附則でございます。 

      第１条は、施行期日で、公布の日から施行するものでございます。 

      第２条は、大和町選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例を廃止することとする

ものであります。 

      なお、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正法が昨日令和７

年６月４日に公布され、同日施行となりました。 

      説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第50号の説明を終わります。 

                                            

         日程第５「議案第５１号 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第５、議案第51号 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。町民生活課長吉川裕幸君。 

 

町民生活課長 （吉川裕幸君） 

      それでは議案書49ページをお願いいたします。 

      議案第51号 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

      大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正するものでござい

ます。 

      今回の改正につきましては、マイナンバーカードを利用し、印鑑登録証明書の交付

を窓口において対応するため、所要の改正を行うものであります。 

      改正の趣旨につきましては、これまでコンビニの多機能端末機を利用したコンビニ

交付サービスにおいてマイナンバーカードを利用し、印鑑登録証明書が交付可能とな

っております。一方、窓口ではマイナンバーカード利用による交付対応は行っておら

ず、印鑑登録証の提示により対応していたものでありますが、今回窓口の取得できる

環境を多様化し、利便性の向上を図るものであります。 
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      現在、印鑑登録証明書の交付につきましては、本条例第14条の規定により窓口利用

の場合は印鑑登録証を提示して申請する必要があり、一方、コンビニの多機能端末機

利用の場合は個人番号カードを利用して発行することが可能となっております。多機

能端末機利用の際、個人番号カードのみの利用で印鑑登録証明書の交付ができること

から、窓口における交付時においても有効な個人番号カードをご本人が利用すること

で交付可能とするため条例改正を行うものであります。 

      個人番号カードの普及状況につきましては、４月末現在交付率89.5％となっており、

交付率増加に伴いましてコンビニでの証明書の発行件数も年々増加しております。マ

イナ保険証としても利用頻度が高い個人番号カードを利用して証明書を取得できる窓

口環境を多様化することによりまして、住民の利便性向上、個人番号カードのさらな

る普及のため、今回改正に至ったものであります。 

      議案書49ページでございます。 

      第14条第１項につきましては、窓口での申請を規定しており、これまでの印鑑登録

証の提示の方法に加えまして、新たに個人番号カードを添え、暗証番号を自ら入力し

て申請する場合を追加したものでございます。なお、個人番号等の定義づけにつきま

しては、これまで第３項のコンビニ交付の条項において規定していたものであります

が、今回個人番号カードの条文が第１項において新たに規定したため、それに伴いま

して定義づけを追加しております。 

      第２項につきましては、印鑑登録原票との照合をこれまでの印鑑登録証に加えまし

て個人番号カードを追加するものであります。 

      第３項につきましては、個人番号カード等の定義づけの部分を第１項において規定

したことにより整理したものでございます。 

      議案書50ページをお願いいたします。 

      第15条におきましては、第14条の申請における申請の不受理を規定しており、第１

号に個人番号カードの提示がないときを追加し、第２号として、入力する暗証番号が

一致しないときを新たに追加し、以下、１号ずつ繰り下げるものでございます。 

      附則でございます。 

      この条例は、公布の日から施行するものとしております。 

      以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第51号の説明を終わります。 
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         日程第６「議案第５２号 令和７年度大和町一般会計補正予算（第３号）」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第６、議案第52号 令和７年度大和町一般会計補正予算を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。財政課長佐々木克敏君。 

 

財政課長 （佐々木克敏君） 

      それでは議案書の51ページをお願いいたします。あわせまして、別冊の令和７年度

大和町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（第３号）につきましてもお手元にご

準備をお願いいたします。 

      議案第52号 令和７年度大和町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

      第１条第１項は歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出それぞれ２億1,644

万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を143億2,894万3,000円とするものであり

ます。第２項歳入歳出予算補正の款項の区分につきましては、第１表歳入歳出予算補

正によるものであります。 

      第２条の債務負担行為の補正につきましては追加でありまして、第２表債務負担行

為補正によるものであります。 

      第３条の地方債の補正は変更でありまして、第３表地方債補正によるものでありま

す。 

      それでは議案書の54ページをお願いいたします。 

      第２表債務負担行為補正であります。追加でございまして、全部で５つの事項がご

ざいます。 

      １件目は、住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借、２件目はＬＧＷＡＮ接続ル

ーター機器賃貸借、３件目は役場庁舎電話交換機設備賃貸借、４件目は宮床児童館外

２施設運営業務、５件目は令和７年度農林業災害対策資金利子補給でありまして、期

間及び限度額につきましては記載のとおりであります。 

      続きまして、議案書の55ページをお願いいたします。 

      第３表地方債補正につきましては変更でございます。 

      公共事業等債は国庫補助の交付決定を受けまして増額をお願いするもの、緊急自然

災害防止対策事業債は事業計画の見直しにより増額をお願いするものであります。起

債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 
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      それでは、別冊の事項別明細書（第３号）の３ページをお開き願います。 

      歳入についてであります。 

      16款国庫支出金の２項１目総務費国庫補助金１億1,711万円につきましては、５節

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金であります。５目土木費国庫補助金は、１

節道路橋梁費補助金で社会資本整備総合交付金500万円を、７目教育費国庫補助金は、

３節公立学校情報機器整備費補助金で、公立学校情報機器の活用支援体制整備事業費

として452万円を追加するものです。 

      次に、17款２項３目農林水産業費県補助金につきましては、農業費補助金で、農業

災害対策資金利子補給費12万円及び農業経営高度化支援事業費120万2,000円を追加す

るもの。 

      17款３項１目総務費委託金は、参議院議員選挙執行費、県知事選挙執行費をそれぞ

れ15万8,000円を追加するもの。 

      19款１項３目教育費寄附金は１件の寄附がございまして100万円を追加するもので

す。 

      次に、21款１項１目繰越金につきましては、財源調整といたしまして5,927万7,000

円を計上いたすもの。 

      23款１項町債につきましては、１目土木債において公共事業等債、緊急自然災害防

止対策事業債、合わせまして2,790万円の借入れを追加するものでございます。 

      歳入につきましては以上でございます。 

      続きまして、５ページをお願いいたします。 

      ３、歳出でございます。 

      ２款１項13目諸費につきまして、コミュニティー施設費で、18節区集会施設建設事

業費といたしまして下町区民会館の玄関バリアフリー工事に要する費用の一部を補助

するため42万円の追加をお願いするものであります。 

      私からは以上でございます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      税務課長青木 朋君。 

 

税務課長 （青木 朋君） 

      続きまして、２項徴税費２目賦課徴収費は、国の経済対策における物価高への支援

の一環として、令和６年度に定額減税補足給付金の支給を行っておりますが、その給
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付の算定時点ではまだ所得税額が確定していないため、令和５年中の所得等で推計し

た仮の令和６年分の所得税額等から減額できないと思われる額を先行して調整給付金

という形で給付したものでございました。その後、確定申告等により所得税額等が確

定し、先の調整給付金や定額減税においても本来受けることができる金額にまだ足り

ていない方、その不足する分を今回給付する事業を今年度も国からの物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を財源に実施するもので、その事業に係ります費用を今回

追加でお願いするものでございます。 

      ３節は事業に係る職員の時間外勤務手当を、10節は発送に要する消耗品や発送用封

筒の印刷など、11節は通知等の郵送料と口座振込手数料を、12節は対象者の抽出や各

種通知書等の作成、給付金の口座振込を行うためのシステム改修費用、19節の扶助費

は不足給付金として支給する対象と見込まれる約3,500人分の定額減税補足給付金と

いうことで追加でお願いするものでございます。 

      以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      総務課長児玉安弘君。 

 

総務課長兼危機対策室長 （児玉安弘君） 

      続きまして、４項３目衆議院議員選挙執行費についてであります。こちらにつきま

しては先ほど議案第50号で条例の改正案を説明させていただきましたがそちらに伴う

ものでございます。まず、参議院議員選挙執行費につきましては、１節で選挙長投票

所の投票管理者等の報酬額改定に伴い、15万8,000円を増額するものです。続きまし

て、４目宮城県知事選挙執行費につきましても、１節で選挙長投票所の投票管理者等

の報酬額改定に伴い、15万8,000円増額するものでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      子ども家庭課長小野政則君。 

 

子ども家庭課長兼こども家庭センター長 （小野政則君） 

      次に６ページをお願いいたします。 

      ３款２項４目保育所費でございます。２節、３節、４節につきましては、もみじケ
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丘保育所の保育士が産休、育休及び児童館への移動により２名不足するため、フルタ

イム会計年度任用職員をもって補充したくお願いするものであります。 

      以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      健康推進課長大友 徹君。 

 

健康推進課長 （大友 徹君） 

      続きまして、４款１項１目保健衛生総務費でございます。 

      12節は令和８年度からの胃がん検診におけます胃内視鏡検診の実施に向けまして、

健診の受診履歴等を管理しております健康管理システム内のデータ管理項目の追加、

あるいは検診申込書のレイアウト変更などを行う必要がありシステム改修に要します

委託料を措置するものでございます。 

      次に、２目予防費でございます。７節につきましては町の新型インフルエンザ等対

策行動計画改定のための予算の補正となるものでございますが、初めにその計画を簡

単にご説明いたします。昨年度、国は新型コロナウイルス感染症に対する様々な感染

予防の取組やその取組から得られた経験や知見を生かし、次なる感染症危機への備え

を万全とするため、７月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画の大幅な見直しを

行っており、国のこの行動計画改定を踏まえまして宮城県におきましても３月に行動

計画の改定が行われております。こうした流れを受けまして、市町村においても国・

県の改定に沿った行動計画の見直しが求められることとなったものであります。また

この行動計画を変更する際には国の特別措置法の規定によりまして感染症に関する学

識経験者の意見徴収が必須となりますことから、町の行動計画見直し作業の進捗に合

わせまして、黒川医師会の医師などで構成します有識者会議を開催し、ご意見を伺い

たいと考えているものであります。 

      ７節の内容は会議に出席していただく医師、看護師に対します謝礼で、会議は２回

の開催を予定しているものであります。 

      次に12節につきましては、65歳以上の高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン

の定期接種に関する委託料をお願いするものでございます。当初予算編成時には市町

村の新型コロナワクチン定期接種に対する国からの助成金の動向が不確定でありまし

たことから、当初予算での計上を見送っていたものでございます。今年度も10月から

定期接種を開始することとなりますが、昨年度の定期接種の実績を踏まえまして、接
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種率20％と見込み、予防接種業務の委託料をお願いするものでございます。なお、昨

年度の自己負担額3,000円としておりましたけれども、国から8,300円の助成がござい

ました。今年度は国の支援策が終了となりますので、町負担分が大幅に増えることと

なっております。こうしたことを受けまして自己負担の見直しが必要と考えておりま

す。今後県内の市町村の動向も確認しながら、近隣４市町村で自己負担額の見直しを

協議する予定としているものでございます。 

      ４款は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      農林振興課長阿部 晃君。 

 

農林振興課長 （阿部 晃君） 

      続きまして、５款１項２目農業総務費でございます。 

      17節機械器具費につきましては、宮床ふれあい農園に設置しております有害鳥獣侵

入防止用電気柵が故障したため、新たに電気柵を購入するものでございます。 

      次に、３目農業振興費でございます。 

      12節委託料につきましては、吉田金取北地区で進めております農地中間管理機構関

連農地整備事業に伴い、地区の競争力のある農業経営の確立に向けて高収益化に資す

る園芸の品目の選定、導入、定着を支援するため、栽培技術及び営農指導等を委託す

るための予算をお願いするものでございます。 

      18節補助金、農林業災害対策資金利子補給費は、原油価格、農業資材等の物価高騰、

子牛価格の下落により農畜産業者の農業資金を無利子化とするための利子補給でござ

います。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      商工観光課長兼企業立地推進室長星 正己君。 

 

商工観光課長兼企業立地推進室長 （星 正己君） 

      続きまして、７ページをお開き願います。 

      ６款１項２目商工振興費、12節委託料につきましては第一仙台北部中核工業団地の

中央公園内地方有地から分譲用地といたしましたセンター用地に張り出しております
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支障木を抜粋するものでございます。14節工事請負費につきましては、支障木伐採後

の保安林の保全及び分譲用地への雨水の流入を防ぐために側溝を設置するものでござ

います。詳細につきましては申し訳ございません。別紙の説明資料のほうをご覧いた

だきたいと思います。 

      まず１ページをお開き願います。 

      施工地の場所でございますが、第一仙台北部中核工業団地内の地図の中央若干左下

の赤線を伏しているところでございまして、黄色い部分がダイナヒルズ公園でセンタ

ー用地となっているところが今回分譲用地として取り扱うところでございます。ここ

の境界線上に支障木が張り出しているということでございます。 

      ２ページをお願いいたします。航空写真でございます。 

      赤くメッシュで着色している部分が伐採する用地でございます。面積は約1,500平

米の伐採本数160本、青く着色している部分が環境整備工事で今回側溝を設置する箇

所でございます。 

      ６款については以上でございます。 

      続いて事項別明細書７ページにお戻り願います。 

      ７款２項１目道路維持費及び２目道路新設改良費につきましては財源調整によるも

のです。 

      以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      教育総務課長菊地康弘君。 

 

教育総務課長 （菊地康弘君） 

      続きまして、９款１項２目事務局費は、事務局運営費及び学校ＩＣＴ環境整備事業

費の補正であります。12節はＧＩＧＡスクールネットワークアセスメント業務及び小

中学校ネットワーク機器改修業務でありまして、授業開始後、インターネットの通信

速度が遅くなる状況が全国で見られますことから、町内の小中学校の状況を調査いた

しまして、必要があれば改修等を行うものであり、1,356万円の追加をお願いするも

のであります。内訳は、調査費が396万円、改修費が960万円でございます。なお、通

信速度が正常の場合は、改修は行わず調査のみで終了となります。 

      続きまして、24節は株式会社ヤマザワ様から100万円の寄附申出がございましたの

で、学校教育振興基金積立金に100万円を追加するものであります。 



２６８ 

 

      次に、２項４目小学校建設費は、小学校建設費の補正であります。13節は吉岡小学

校プレハブ仮設校舎でございまして、４月から解体工事に着手しておりますが、契約

締結から約３年が経過いたしまして、この間人件費及び機械損料費などが上昇してお

ります。物価上昇分の増額変更費用といたしまして、870万8,000円の追加をお願いす

るものでございます。 

      次に、４項６目森の学び舎活動費は10節修繕料でございます。こちらは森の学び舎

の排水が町道に埋設されておりますが、その点検口となります集水ますの脇に幅約20

センチから30センチ、深さ約１メートル陥没しておりました。その修繕料といたしま

して33万円の追加をお願いするものであります。なお集水ますの周辺は現在バリケー

ドで囲いまして、安全対策を行っております。 

      ９款は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      財政課長佐々木克敏君。 

 

財政課長 （佐々木克敏君） 

      続きまして、11款１項１目元金につきましては、学校教育施設等整備事業債におい

て、当初事業費の確定見込みによりまして借入申込みを行っておりましたが、吉岡小

学校改築事業における学校環境改善交付金の実績におきまして、補助対象外経費の増

加及び実施面積の減少により減額となったことに伴い、起債の過大借入れとなったた

めに繰上償還を行う必要が出てきたことから3,376万8,000円の追加計上を行うもので

ございます。 

      ３目公債諸費につきましては、21節補償補塡及び賠償金といたしまして、繰上償還

に係る補償金として12万5,000円を計上するものでございます。 

      一般会計補正予算につきましては以上でございます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第52号の説明を終わります。 

                                            

         日程第７「議案第５３号 令和７年度大和町下水道事業会計補正予算（第１

号）」 
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議  長 （今野善行君） 

      日程第７、議案第53号 令和７年度大和町下水道事業会計補正予算を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。上下水道課長亀谷 裕君。 

 

上下水道課長 （亀谷 裕君） 

      それでは議案書56ページをお願いいたします。あわせまして、別冊の令和７年度大

和町下水道事業会計補正予算実施計画書（第１号）もよろしくお願いいたします。 

      議案第53号 令和７年度大和町下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

      第１条は総則であります。令和７年度大和町下水道事業会計の補正予算（第１号）

は次に定めるところによるものであります。 

      第２条は収益的収入及び支出であります。令和７年度大和町下水道事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。 

      支出であります。 

      １款下水道事業費用に715万円を増額し、合計８億9,710万円に、同じくその下段、

１項営業費用にも同額を増額し、合計８億5,835万6,000円とするものでございます。 

      次に第３条は資本的収入及び支出であります。予算第４条本文括弧書き中２億261

万5,000円を２億262万2,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正するものであります。 

      収入であります。 

      １款資本的収入に580万7,000円を増額し、合計３億2,660万1,000円に、その下段、

１項企業債は290万円を増額し、合計２億190万円に、２項国庫補助金には290万7,000

円を増額し、合計3,692万4,000円とするものでございます。 

      支出であります。 

      １款資本的支出に581万4,000円を増額し、合計５億2,922万3,000円に、同じく１項

建設改良費にも同額を増額し、合計１億9,384万7,000円とするものであります。 

      第４条は企業債であります。予算第６条に定めた起債の限度額を第１表企業債補正

のとおり変更するものであります。 

      57ページをお願いいたします。 

      第１表企業債補正であります。 

      限度額の変更となります。公共下水道事業債を、変更前2,430万円から変更後2,720

万円とするものであります。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでござい

ます。 
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      続きまして、令和７年度大和町下水道事業会計補正予算実施計画書（第１号）17ペ

ージをお願いいたします。 

      詳細につきましてはこちらでご説明を申し上げます。 

      収益的収入及び支出の支出であります。 

      １款下水道事業費用１項営業費用１目管きょ費は、県道大衡仙台線改良工事に伴い、

県道増田吉岡線との交差点部が現状より約1.5メートル高くなりますことから、それ

に伴いマンホールの高さの調整が必要となりますことからそれに要する費用でござい

ます。 

      ２目処理施設等費は、宮床クリーンセンターの場内にございます流量調整槽の水中

攪拌機が点検によりまして修繕が必要となったための費用でございます。 

      続きまして18ページ、資本的収入及び支出の収入でございます。 

      国から平成６年度以前に設置されました口径が２メートル以上の雨水管路を含む公

共下水道管路を調査するよう要請がございました。その調査に要する費用の２分の１

を国庫補助金、残りを企業債といたしまして実施いたしますことから、１項１目企業

債、３項１目国庫補助金について増となるものでございます。 

      続きまして支出であります。 

      19ページをお願いいたします。 

      １款資本的支出１項建設改良費１目管きょ費は、収入でもご説明申し上げましたが、

国からの要請によります管路調査に要する費用であります。なお、対象となる管路に

つきましては北部工業団地内にございます主に県道大衡落合線に埋設されております

雨水管路、雨水でございますが、の管路であります延長が1,656メートルが対象とな

るものでございます。 

      説明につきましては以上でございます。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第53号の説明を終わります。 

                                            

         日程第８「議案第５４号 令和７年度大和町水道事業会計補正予算（第１

号）」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第８、議案第54号 令和７年度大和町水道事業会計補正予算を議題とします。 
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      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。上下水道課長亀谷 裕君。 

 

上下水道課長 （亀谷 裕君） 

      続きまして、議案書58ページをお願いいたします。あわせまして、別冊の令和７年

度大和町水道事業会計補正予算実施計画書（第１号）をお願いいたします。 

      議案第54号 令和７年度大和町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

      第１条は総則であります。令和７年度大和町水道事業会計の補正予算（第１号）は

次に定めるところによるものであります。 

      第２条は収益的収入及び支出であります。令和７年度大和町水道事業会計予算第３

条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正するものであります。 

      支出であります。 

      １款水道事業費用に87万3,000円を増額し、合計９億6,670万4,000円に、同じくそ

の下段、１項営業費用にも同額を増額し、合計９億4,782万5,000円とするものでござ

います。 

      続きまして、第３条は資本的収入及び支出であります。予算第４条本文括弧書き中、

１億6,590万7,000円を２億121万7,000円に、過年度分損益勘定留保資金１億6,590万

7,000円を過年度分損益勘定留保資金２億121万7,000円に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものであります。 

      支出であります。 

      １款資本的支出に3,531万円を増額し、合計７億414万8,000円に、同じくその下段、

１項建設改良費にも同額を増額し、合計６億3,927万円とするものでございます。 

      続きまして、令和７年度大和町水道事業会計補正予算実施計画書（第１号）22ペー

ジ、補正予算内訳書をお願いいたします。詳細につきましてはこちらでご説明を申し

上げます。 

      収益的収入及び支出の支出であります。 

      １款水道事業費用１項営業費用２目総係費、節の旅費につきましては、日本水道協

会で実施いたします水道事務に係る研修に参加のための費用でございます。負担金は、

水道事務に係る研修の参加負担金のほか、上下水道課職員が給水車、こちら３トン積

でございますが、給水車運転に必要な免許取得に要する費用の一部を助成するための

負担金でございます。なお、免許取得予定者は２名となってございます。 

      続きまして23ページをお願いいたします。 

      資本的収入及び支出の支出であります。 
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      １款資本的支出１項建設改良費２目配水管布設事業費、節の管工事費は、現在宮城

県で実施しております県道大衡仙台線改良工事に伴い、県道桝沢吉岡線との交差点部

が現状より約1.5メートル高くなりますことから、既設配水管の維持管理も考慮し、

布設替えを行うものでございます。 

      また、落合地区で実施してございます県道仙台三本木線の改良工事につきましても、

県道下部にございます町道が通行できるように設置されているボックス部分等を道路

拡幅に合わせて拡幅しますことから、対象となる配水管について移設が必要となりま

すことからそれに要する費用でございます。 

      説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第54号の説明を終わります。 

                                            

         日程第９「議案第５５号 損害賠償の額の決定及び和解について」 

 

議  長 （今野善行君） 

      日程第９、議案第55号 損害賠償の額の決定及び和解についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長児玉安弘君。 

 

総務課長兼危機対策室長 （児玉安弘君） 

      それでは議案書の59ページをお願いいたします。 

      議案第55号 損害賠償の額の決定及び和解についてであります。 

      損害賠償の額を定め、和解したいので、地方自治法第96条第１項第12号及び第13号

の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。 

      １の相手方につきましては、議案書記載のとおりでございます。 

      ２の事故の概要につきましては、令和７年３月21日午前９時８分頃、大和町吉岡字

上町45地内におきまして、職員が公用車を右回りに転回した際に進行方向に駐車中の

相手方車両に接触させ、相手方車両の右前部及び公用車左前部を損傷させたものでご

ざいます。 

      ３の損害賠償額につきましては、58万3,634円でございます。 

      ４の和解の内容につきましては、本件事故に係る過失割合を大和町10割とし、大和

町は相手方に対し、58万3,634円の支払い義務があることを認め、これを支払うこと
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といたし、町、相手方の両当事者は本件について、今後、裁判上・裁判外を問わず異

議申立て、請求を行わないこととし、和解することとしたいものでございます。 

      説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （今野善行君） 

      以上で議案第55号の説明を終わります。 

      お諮りします。 

      本日はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。 

      したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

      再開は明日の午後１時30分です。 

      大変お疲れさまでした。 

         午後２時３９分  延  会 

 

 


